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はじめに
2016年4月、電力小売業への参入が全面自由化

され、家庭や商店を含む全ての需要家が電気事業
者や料金メニューを自由に選択できるようになり、
2020年4月には、発電から小売までを担う大手電力
から送配電部門を法的に切り離す発送電分離が行わ
れました。引き続き、電力・ガス・熱供給分野の一
体的な改革を着実に進め、市場の垣根を取り払い、
総合エネルギー市場を創出することにより、事業者
間の活発な競争、イノベーション等を通じ、エネル
ギー選択の自由度拡大や料金の最大限の抑制など、
需要家利益の向上を図っていきます。

第１節
電力システム改革の推進
1．�電力広域的運営推進機関の取組

東日本大震災により、大規模電源が被災する中、東
西の周波数変換設備や地域間連系線の容量の制約か
ら、広域的な系統運用が十分にできませんでした。こ
のため、不足する電力供給を十分に手当することがで
きず、国民生活に大きな影響を与えたことから、2013
年11月に成立した「電気事業法の一部を改正する法律

（平成25年法律第74号）」に基づき、強い情報収集権限
と調整権限の下で広域的な系統計画の策定や需給調
整等を行う「電力広域的運営推進機関（以下、「広域機
関」という。）」が2015年4月に発足しました。

広域機関では、地域間連系線等の整備等に関する
方向性を整理した「広域系統長期方針」を取りまとめる
とともに、東西の周波数変換設備及び東北東京間連
系線の増強に関する「広域系統整備計画」を策定し、増
強に向けた工事が行われています。地域間連系線等
の更なる整備については、国と広域機関の共同事務局
による「広域連系系統のマスタープラン及び系統利用
ルールの在り方等に関する検討委員会」を広域機関に
設置し、幅広い有識者委員が参加し、検討を進めて
います。

また、既存系統の最大限の活用に向け、「日本版コ
ネクト&マネージ」の検討・実現など、系統運用ルー
ルの整備にも取り組んでいます。

加えて、この取りまとめでは、需給調整市場におい
て不適正な取引を防止するため、広域機関は日々全
国大での需給状況の監視しており、需給状況の悪化
時には事業者への指示を行います。2020年度の冬は、
寒波による電力需要の増加及びLNGの調達が困難で
あったことにより、需給がひっ迫したため、関係する
一般送配電事業者に対し、電気事業法第28条の44第1
項の規定に基づく電力融通の指示を行う等しました。

2．�電力の小売全面自由化への対応
家庭を含めた全ての電気の利用者が電力供給者を

選択できるようにするため、2016年4月に電力の小
売全面自由化を実施しました。全面自由化に際して
は、まず旧一般電気事業や旧特定規模電気事業と
いった類型に代わる区分として、小売電気事業（登
録制）、送配電事業（許可制）、発電事業（届出制）と
いう事業ごとの類型を設け、それぞれ必要な規制を
課すこととしました。具体的には、自由化後も電力
の安定供給を確保し、需要家保護を図るため、以下
のような様々な措置を講じています。

まず、電気の安定供給を確保するための措置とし
て、適切な投資や人材の確保の必要性に鑑み、一般
送配電事業者に対して、需給バランス維持、送配電
網の建設・保守、最終保障サービスの提供、離島の
ユニバーサルサービスの提供を義務付けるととも
に、これらを着実に実施できるよう、地域独占と総
括原価方式の託送料金規制（認可制）を措置しまし
た。また、小売電気事業者に対して、需要を賄うた
めに必要な供給力を確保することを義務付けること
とし、将来的な供給力不足が見込まれる場合に備え
たセーフティネットとして、広域機関が発電所の建
設者を公募する仕組みを創設しました。さらに、需
要家保護を図るための措置として、小売電気事業者
に対し、需要家保護のための規制（契約条件の説明
義務等）を課すとともに、旧一般電気事業者（以下「旧
一電」という。）に対し、2020年3月末まで経過措置
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として料金規制を継続することとしました。ただし、
電気の使用者の利益を保護する必要性が特に高いと
認められるものとして、経済産業大臣が指定する指
定旧供給区域のみ経過措置料金が存続することとさ
れ、2019年4月、電力・ガス取引監視等委員会から、
消費者等の状況、競争者による競争圧力及び競争環
境の持続性の状況を総合的に考慮した上で、全ての
供給区域において、2020年4月の時点においては、
経過措置料金を存続させることが適当と考えられる
旨、経済産業大臣に対する意見が示されました。本
意見を踏まえ、2019年7月、全ての旧一電に係る供
給区域について、小売規制料金に係る経過措置の存
続のための指定が行われました。以降、概ね年に1
回程度、審査対象区域の検討を行うこととしており
ます。

加えて、小売全面自由化に伴い、多種多様な事業
者が卸電力取引所で取引を行う機会が増加すること
や、一時間前市場の創設等、制度変更により卸電力
市場を利用して不当に利益を得るケースが想定され
ることから、不正取引（相場操縦等）の防止、国によ
る市場監視、取引所の運営の適切性確保を可能とす
る規制措置を講じています。こうした措置を通じて、
市場の透明性と廉潔性を維持することが、卸電力市
場の活性化に資すること、ひいては小売電力市場の
活性化につながることと考えています。

3．電力の小売全面自由化の進捗状況
（1）電気事業に係る制度設計について

2015年9月に開催された電力取引監視等委員会
（2016年4月に電力・ガス取引監視等委員会に改組。）
において、①小売営業に関するルール、②卸電力市
場における不公正取引の取締手法、③今後の託送料
金制度の在り方など、電力取引の監視に必要な詳細
な制度設計の議論が進められてきました。

また、電力システム改革が進展する中で、電力分
野において、エネルギー政策の基本的視点である、
安全性、安定供給、経済効率性、及び環境適合を同
時に達成していくことが求められます。効率的かつ
競争的な電力市場の整備等の環境整備を進めると同
時に、電力システム改革が我が国経済における成長
戦略としての効果を最大限に発揮するためにも、市
場における担い手としてのエネルギー産業を国際的
にも競争力のあるものとしていくことが必要不可欠
です。このため、電気事業制度に係る制度設計をは
じめとして、電力分野の産業競争力強化に向けた

幅広い政策課題を検討する場として、2015年10月、
総合資源エネルギー調査会電力・ガス事業分科会の
下に電力基本政策小委員会を開催し、2016年10月
より、電力・ガス基本政策小委員会に検討の場を移
しています。ここでは例えば、先述の料金規制の
経過措置について2017年10月から議論が開始され、
2018年度中には、規制下にある料金メニューそれ
ぞれの用途や契約状況が確認され、また、それらに
関する新電力や需要家へのヒアリング・アンケート
結果等を踏まえた議論が行われたほか、燃料費調整
度や最終保障供給制度の在り方など、多岐にわたる
議論が行われました。ほかにも、「電気事業法（昭和
39年法律第170号）」に基づき、2020年度の発送電分
離を前にした検証が開始され、2018年9月から合計
7回にわたり、小売全面自由化後の競争の状況や広
域機関の活動状況のほか、電力各社のシステム対応
状況などについて議論を実施の上、2019年6月に送
配電部門の法的分離に向けた電気事業を取り巻く状
況についての検証結果を取りまとめられ、2020年4
月に送配電部門の法的分離が行われました。

このように、電力システム改革の制度設計につい
ては、総合資源エネルギー調査会や電力・ガス取引
監視等委員会において検討してきたところであり、
引き続き適切な場において検討を進めます。

（2）登録小売電気事業者数について
2021年3月31日時点で713者を登録しています。
この小売電気事業登録は、法令に則り、資源エネ

ルギー庁が、最大需要電力に応ずるために必要な供
給能力を確保できる見込みがあるか、電力・ガス取
引監視等委員会が、電気の使用者の利益の保護のた
めの措置が講じられているかといった観点から、そ
れぞれ審査を行っています。

登録された事業者の内訳は、もともと高圧の小売
電気事業を行っていた新電力事業者（PPS）に加え、
LPガス及び都市ガス関係、石油関係、通信・放送・
鉄道関係等の事業者など、非常に多岐にわたります。
従来の料金体系とは異なる段階別料金や既存事業と
のセット割、時間帯に応じて料金差を付ける時間帯
別料金等の新たなメニューの提供が見られます。

また、異業種の事業者間の連携や、地域の枠を超
えた事業統合なども始まっており、事業者の事業機
会の拡大も進んでいます。

（3）�新電力へのスイッチング（契約先の切替え）実績
2021年1月までの電力取引報によると、電力の
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小売全面自由化で新たに自由化された低圧部門に
おいて、新電力への契約の切替えを選択した需要
家が全国で約1,594万件となっています。また、地
域の既存電力会社が設定した自由料金メニューへ
の切替えを選択した需要家も約838万件となってお
り、両者を合わせると、約2,431万件の消費者が自
由料金メニューへの切替えを行っています。また、
2021年1月時点で電力市場全体としては、販売電力
量ベースの新電力のシェアで約19.69%となってい
ます。

（4）料金メニューの多様化
新電力の提供する料金メニューを見ると、全体的

な傾向としては、基本料金と従量料金の二部料金
制からなる既存の料金メニューに準じた料金設定が
多く見られます。他方、一部では、完全従量料金メ
ニュー、定額料金メニュー、指定された時間帯にお
ける節電状況に応じた割引メニューやセットプラン
など、新しい料金メニューも提供されるようになっ
ています。

なお、多くの新電力は、料金規制の残る大手電力
会社が毎月公表する燃料費調整額を引用した料金メ
ニューを採用しておりますが、経済産業省では需要
家の選択肢を拡大するとともに、予算執行の予見性
を高めるなどの総合的な観点から、2020年度中に経
済産業省庁舎で使用する電気の調達に際して、燃料
費調整を行わないことを条件とする公募を行い、複
数の事業者からの応札の結果、株式会社エネットと
契約を締結しました。

また、再生可能エネルギー等の電源構成や、地産
地消型の電気であることを訴求ポイントとして顧客
の獲得を試みる小売電気事業者の参入も見られ、中
には需要家が発電所を選んで得票数の多かった発電
所に報奨金を与えることができるなど、特色のある
小売電気事業者も存在しています。

さらに、電力消費の見える化（電気の使用状況の
可視化）や、電気の使用状況等の情報を利用した家
庭の見守りサービスなども提供され始めています。
応援するスポーツチームとの繋がりや里山の景観保
存など、需要家の好みや価値観に訴求するサービス
も始まっています。

加えて、需要家側の取組として、電力コスト削減
の観点から、同種の事業者間における電気の共同調
達や、地域を問わない事業グループ全体としての一
括調達の動きも出始めています。

4．�電力市場における適正な取引確保
のための厳正な監視など

（1）小売取引の監視等
①�スポット市場価格高騰を踏まえた需要家への情報発信等

2020年12月からの市場価格の高騰に際し、「市場
連動型メニュー」の需要家（消費者・事業者）に対し、
高額な料金請求が生じる可能性があることから、電
力・ガス取引監視等委員会において、1月14日に、
需要家向け相談窓口を設置するとともに、需要家に
対して契約内容の確認と契約の切替え方法について
周知を行い、1月26日に、事業者の対応状況（値引
き等）を踏まえ、追加の周知を行いました。

さらに、1月29日には、卸電力市場価格が急激に
高騰する中でも、需要家が安定的な電力供給サービ
スを継続的に享受できるようにするため、特に市場
連動型の電力料金メニューを提供する小売電気事業
者に対し、需要家の電気料金負担が激変しないよ
う、資源エネルギー庁において柔軟な対応を要請し
ました。また、同日付で、電力・ガス取引監視等委
員会において、需要家に対しても、契約内容の確認
と契約の切替え方法について改めて周知を行うとと
もに、当該要請についても周知を行いました。

②各種相談への対応
電力・ガス取引監視等委員会は、相談窓口を設置

し、電気の需要家等から寄せられた相談に対応し、
質問への回答やアドバイス等を行いました。2020年
4月～ 2021年3月における相談件数は2,572件でした。

本相談において、不適切な営業活動などに係る情
報があった場合には、事実関係を確認し、必要な場
合には小売電気事業者に対する指導等を行いました。

また、独立行政法人国民生活センター及び消費者
庁と共同で、電気・ガスの相談事例の紹介及びアド
バイスについてプレスリリースを2回行い、需要家
に対し情報提供を行いました。
　○ 相談窓口への相談件数（電気及びガス）の推移

と相談事例
　○プレスリリースの実施状況

第15回（2020年7月8日）、第16回（2020年12月22
日）

③小売電気事業者に対する指導
（ア）勧告

電力・ガス取引監視等委員会は、相談対応等を端
緒として電気事業法上問題となる行為等を把握した
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場合には、勧告、文書指導や口頭指導により、それ
を是正するよう指導しました。本期間において行っ
た指導の例は以下のとおりです。

（i）�中部電力ミライズ株式会社に対する勧告�
（2020年7月8日）
中部電力株式会社及びその小売電気事業者の地位

を承継した中部電力ミライズ株式会社は、2019年
12月から2020年5月までの間に締結した電気の小売
供給契約のうち、28,962件の小売供給契約について
契約締結後交付書面を交付せず、うち20,313件につ
いて契約締結前交付書面を交付しませんでした。

このため、電力・ガス取引監視等委員会は、電気
事業法に基づき、当該社に対し、以下を求める業務
改善勧告を行いました。

1）  契約締結前交付書面及び契約締結後交付書面
の不交付が今後発生しないよう、当該不交付の
原因となり得る事象を早期に把握、是正する仕
組みの構築を含む必要な措置を講ずること。

2）  前記1）に基づいて講じた措置の内容を自社の
役員及び従業員に周知し、法令遵守を徹底す
ること。

3）  前記1）に基づいて講じた措置並びに前記②に
基づいて実施した周知の内容及び日時につい
て、電力・ガス取引監視等委員会に対し、文
書で報告すること。

（ii）�東京電力エナジーパートナー株式会社に対する
勧告（2020年9月9日）

東京電力エナジーパートナー株式会社は、平成
30年12月から令和2年1月までの間、電気及びガス
の小売供給契約の締結を電話で勧誘する際に、少な
くとも52件の需要家に対し、電気及びガスの供給
条件（小売供給契約の申込みの方法や小売供給に係
る料金に関するもの）について不十分な説明や虚偽
の説明をしました。

このため、電力・ガス取引監視等委員会は、電気
事業法及びガス事業法に基づき、当該社に対し、以
下を求める業務改善勧告を行いました。

1）  今後、電気事業法及びガス事業法の説明義務
の規定に違反することがないよう、法令違反
の原因となり得る事象を早期に把握、是正す
る仕組みの構築、需要家に対する説明方法の
改善、業務委託先に対する監督方法の抜本的
な改善等必要な措置を講ずること。

2）  前記1）に基づいて講じた措置の内容を自社及

び業務委託先の役員及び従業員に周知徹底す
ること。

3）  前記1）に基づいて講じた措置並びに後記（イ）
に基づいて実施した周知の内容及び日時につ
いて、電力・ガス取引監視等に対し、文書で
報告すること。

（イ）指導
（i）小売電気事業者A社へ行った指導（2020年8月）

A社は、2020年3月頃、40,339件の電気の小売供
給契約を更新（料金等の契約条件について一切の変
更をせずに当該小売供給契約の期間の延長のみを実
施）した際に、契約締結後交付書面を交付しません
でした。当該行為は、書面交付義務という電気事業
法上の重要な義務の違反に該当し、需要家の利益を
害するものであることから、A社に対し、電力の適
正な取引の確保を図るため、所要の改善措置を速や
かに実施するように指導を行いました。

（ii）小売電気事業者B社へ行った指導（2020年9月）
B社は、2018年3月から2020年6月までの間、電気

の小売供給契約の締結をした際、少なくとも2,715件
の小売供給契約について、契約締結後交付書面を交
付しませんでした。当該行為は、書面交付義務とい
う電気事業法上の重要な義務の違反に該当し、需要
家の利益を阻害するものであることから、B社に対
し、電力の適正な取引の確保を図るため、所要の改
善措置を速やかに実施するように指導を行いました。

（iii）小売電気事業者C社へ行った指導（2021年2月）
C社は、2020年7月から同年10月までの間、電気

及びガスの小売供給契約の締結をした際、少なくと
も11件の電気の小売供給契約について、供給条件
の説明を十分に実施せず、少なくとも38件のガス
の小売供給契約について、供給条件の説明を十分に
実施しませんでした。当該行為は、説明義務という
電気事業法及びガス事業法上の重要な義務の違反に
該当し、需要家の利益を害するものであることから、
C社に対し、電力及びガスの適正な取引の確保を図
るため、所要の改善措置を速やかに実施するように
指導を行いました。

④�電力の小売営業に関する行政指導事例集の公表
（2020年11月）
2019年度に行政指導を実施した事例のうち、供

給条件の説明等、契約締結時の書面交付、苦情等の
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処理、その他に関し、小売電気事業者等の事業活動
の参考になると考えられる事例を取りまとめ、公表
しました。

⑤小売市場重点モニタリング
電力・ガス取引監視等委員会は、一定の価格水準

を下回る小売契約について、競争者からの申告や公
共入札の状況を踏まえ、取引条件等を含む実態を重
点的に把握する小売市場モニタリングを2019年9月
から開始し、その調査結果を年2回程度の頻度で公
表することとしました。

（ア）背景
2017年～ 2018年頃、複数の新規参入事業者より、

一部地域の旧一般電気事業者が、電気購入先の新
規参入事業者への切替え（以下「スイッチング」とい
う。）をしようとしている顧客や公共入札を行う顧客
など特定の顧客に対してのみ、対価が非常に低い小
売供給を提案している（当該対価は、水力や原子力
等の可変費が非常に安い電源を利用しつつ、固定費
は限定的に上乗せすることで可能となっている）と
いう具体的な営業事例について、電力・ガス取引監
視等委員会への相談がありました。旧一般電気事業
者によるこのような行為は、一般的に、新規参入事
業者の事業を困難とし、市場からの退出に至らせる
等、将来の競争を減殺し、電気事業の健全な発達に
支障を及ぼすおそれがあるため、第28回、第32回
制度設計専門会合（2018年3月、7月）において対応
方針を検討しました。その結果、「電力の小売営業
に関する指針」を改定し、スイッチングの期間中に

おける取戻し営業行為を問題となる行為に位置づけ
ました。また、スイッチングプロセス以外における
差別的な対価提供に関する規制の在り方について
は、競争状況を引き続きモニタリングし、必要に応
じてさらなる検討を行うこととされました。

その後、電気の経過措置料金に関する専門会合（以
下、「経過措置料金専門会合」という。）の取りまとめ

（2019年4月23日）において、電気の小売規制料金の
経過措置を解除するか否かを判断するに当たっての
考慮要素の一つとして、「競争環境の持続性」が挙げ
られ、卸市場において市場支配力を有する事業者が
社内の小売部門に対して不当な内部補助を行い、当
該内部補助を受けた小売部門が廉売などの行為を行
うことによって、小売市場における競争を歪曲し、
結果として、小売市場における地位を維持、又は強
化するおそれがあることが指摘されました。加えて、
①このような不当な内部補助を防止するためには、
社内外取引の無差別性を実効性のある形で確保する
ことが最も有力で現実的な手段であること、②また

「不当な内部補助」が行われているかどうかを確認す
るに当たっては、廉売などの行為によって小売市場
における競争の歪曲の有無を判断するため、具体的
な小売価格についてモニタリングを行い、これらの
状況を適切に把握する必要があることも指摘されま
した。

これらの指摘を踏まえ、第38回、第40回制度設
計専門会合（2019年5月、7月）において小売市場重
点モニタリングの実施方法等を検討し、それを踏ま
え、2019年9月から本取組を開始しました。
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（イ）調査結果
2019年1月～ 2019年12月に供給を開始した小売契

約分について、調査の結果、個々の案件において法
令上問題となるような事例（可変費を下回るような
価格設定）は認められなかった旨を第46回制度設計
専門会合（2020年3月）において報告し、その調査結
果を公表しました。他方、発電・小売一体の旧一般
電気事業者においては、社内取引価格が明確化され
ていませんでした。加えて、多くの旧一般電気事業
者では、個別の小売価格の設定において参照する定
量的な基準として、電源可変費以外のものが示され
ませんでした。これらの点は、旧一般電気事業者の
発電部門が、社内外の取引条件を合理的に判断する
ことなく、電力の卸売を行っている可能性があるこ
とを示唆するものであり、この調査結果も踏まえて
不当な内部補助防止策（本章第3参照）の検討がなさ
れることとなりました。

その後、第51回制度設計専門会合（2020年10月）
に第2回目の公表を行い、2020年1月～ 2020年6月に
供給を開始した小売契約分について、調査の結果、
個々の案件において法令上問題となるような事例

（可変費を下回るような価格設定）は認められなかっ

た旨を報告しました。また、小売市場における旧一
電の域内シェアは減少傾向にあり、競争が一定程度
進展していることも明らかになりました。

⑥�経過措置が講じられている電気の小売規制料金の
原価算定期間終了後の事後評価
電気事業法等の一部を改正する法律（2014年法律

第72号）附則の経過措置が講じられている電気の小
売規制料金については、原価算定期間終了後に毎年
度事後評価を行い、利益率が必要以上に高いものと
なっていないかなどを経済産業省において確認し、
その結果を公表することとなっています。

2021年1月、経済産業大臣からの意見聴取を受け
て、料金制度専門会合において、原価算定期間を終
了しているみなし小売電気事業者8社（北海道電力、
東北電力、東京電力EP、中部電力ミライズ、北陸
電力、中国電力、四国電力及び沖縄電力）について、
電気事業法等の一部を改正する法律附則に基づく経
済産業大臣の処分に係る審査基準等（20160325資第
12号。以下「審査基準」という。）第2（7）④に基づく
評価及び確認を行い、2021年2月、以下のとおり取
りまとめました。
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第１節　電力システム改革の推進

278 279

これを踏まえ、審査基準第2（7）④に照らし、経
過措置が講じられている電気の小売規制料金の値下
げ認可申請の必要があると認められる事業者はいま
せんでした。

（2）電気の卸取引の監視
①スポット市場の監視

2020年12月から2021年1月にかけて、スポット市
場価格が高騰する事象が発生しました。

これを受けて、電力・ガス取引監視等委員会では、
2020年12月より、卸電力取引所を通じた旧一般電
気事業者の入札根拠データの確認を開始し、2021
年1月以降は、電力・ガス取引監視等委員会より直
接、各事業者に対して毎日のデータ提出を求めるな
ど、売り入札量の適切性等について、厳格な監視を
してきました。

また、旧一般電気事業者及びJERAに対して、
2021年2月8日に報告徴収を実施し、第56回制度設
計専門会合（2021年2月25日）において、ヒアリング
を実施しました。

これらに基づく詳細な分析を行い、第58回制度
設計専門会合（2021年3月24日）にて分析結果を報告
し、有識者による議論の結果、入手したデータやヒ
アリング結果を前提とすれば、意図的に相場を変動
させることを目的とした問題となる行為は確認され
ませんでした。

また、上述の市場価格高騰において、多くの市場
参加者から、公開されている情報が不十分であり、
今何が起きているか分からない、今後の見通しが見
えない、といった声が多くありました。これを踏ま
え、1月19日の電力・ガス基本政策小委員会におい
て、LNG在庫やLNG火力の出力低下等に係る足下
の状況を詳細に公開しました。さらに、1月22日以
降、電力・ガス取引監視等委員会のホームページに
おいて、朝・夕で最高価格を付けたコマの売り・買
い入札曲線の公開を開始し、この需給曲線の公開に
ついては、2月27日以降、日本卸電力取引所におい
て、各日48コマ分のスポット市場の需給曲線を継続
的に公開する運用に変更するとともに、2020年12
月1日以降の全コマについても公開されています。

②ベースロード市場の監視
ベースロード市場は、日本卸電力取引所に開設さ

れた市場であり、電力自由化により新規参入した小
売電気事業者が、一般電気事業者であった小売電気
事業者と同様の環境でベースロード電源を利用でき
る環境を実現することで、小売電気事業者間のベー
スロード電源へのアクセス環境のイコールフッティ
ングを図り、小売競争を活性化させるため、平成
31年度から創設されました。
「ベースロード市場ガイドライン（以下「ガイドラ

イン」という。）」では、ベースロード市場の目的を踏
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まえ、各区域における一般電気事業者等の「大規模
発電事業者」は、ベースロード電源の発電平均コス
トを基本とした価格を上限（以下「供出上限価格」と
いう。）として、資源エネルギー庁が算定した量（以
下「供出義務量」という。）を当市場に供出することが
適当とされています。また、大規模発電事業者の小
売部門のベースロード電源に係る調達価格が供出価
格を不当に下回っている場合には、ベースロード市
場の目的が達成されないおそれがあります。

こうした観点から、電力・ガス取引監視等委員会
においては、ベースロード市場の受渡年度の前年度
及び翌年度において、適切な量及び価格が供出され
ているか、問題となる入札行動がなかったか、とい
う観点からこれまで実施されたベースロード市場の
オークション（計6回）に関する取引内容について、
監視を行いました。

監視の結果、問題となる行為は発見されていませ
んが、監視を通じて得られた情報を基に、市場開設
の回数や時期等今後の市場改善に向けた検討事項を
電力・ガス取引監視等委員会から資源エネルギー庁
に対して提案しました。

これも踏まえ、総合資源エネルギー調査会の下に
設置されている制度検討作業部会において、今後の
市場改善に向けた議論がされています。

③容量市場の監視
容量市場は、発電事業者の投資回収の予見性を高

め、再生可能エネルギーの主力電源化を実現するた
めに必要な調整力の確保や、中長期的な供給力不足
に対処することを目的として、電力広域的運営推進
機（以下「広域機関」という。）に創設された市場です。

容量市場のオークションにおいては、市場支配力
を有する事業者（以下「市場支配的事業者」という。）
が、正当な理由なく、稼働が決定している電源を応
札しないこと（以下「売り惜しみ」という。）又は電源
を維持するために容量市場から回収が必要な金額
を不当に上回る価格で応札すること（以下「価格つ
り上げ」という。）によって、本来形成される約定価
格よりも高い約定価格が形成される場合には、小売
電気事業者が支払うべき容量拠出金の額が増加し、
ひいては電気の使用者の利益を阻害するおそれが
あります。

こうした観点から、電力・ガス取引監視等委員会
においては、「容量市場における入札ガイドライン

（以下「ガイドライン」という。）」に基づき、市場支配
的事業者による売り惜しみや価格つり上げの監視が

期待されており、2020年7月に実施された初回メイ
ンオークションにおいても、以下のとおり、問題と
なる行為がなかったかどうか監視を行いました。

·  売り惜しみ： ガイドラインに基づき、売り惜し
みの可能性があると判断された電
源について、そのリスト及び理由
の説明を求めるとともにその裏付
けとなる根拠資料の提出を求め、
その合理性を確認。

·  価格つり上げ： ガイドラインに基づき、監視対象
となった電源について、ガイドラ
インに沿った適切な価格で応札さ
れているか確認すべく、応札価格
を構成する人件費や修繕費等のコ
スト算定方法及び算定根拠の説明
を求め、事実関係を確認。

監視の結果、ガイドライン上、直ちに問題となる
行為は発見されていませんが、監視を通じて得られ
た情報を基に、維持管理コストの算出方法等今後の
市場改善に向けた検討事項を電力・ガス取引監視等
委員会から資源エネルギー庁に対して提案しました。

これも踏まえ、総合資源エネルギー調査会の下に
設置されている制度検討作業部会において、今後の
市場改善に向けた議論がされています。

（3）市場間相場操縦等に関するルールの明確化
2019年9月に電力先物市場での取引が開始される

に至っており、例えば、先物市場での自己のポジ
ションが有利となるよう現物の卸電力市場で相場
操縦を行うといった取引行動が生ずる可能性が考
えられます。

改定前の「適正な電力取引についての指針」では、
このような市場間相場操縦行為に関する規定はあり
ませんでしたが、電力の適正な取引を確保する観点
からは、市場間相場操縦行為も他の類型の相場操縦
行為と同様に電気事業法に基づく業務改善命令等の
対象となり得ることを明確化することが適切と考え
られます。

上記を踏まえ、第275回電力・ガス取引監視等委
員会（2020年6月24日）において、同指針の改定を行
うことについて、電気事業法第66条の14第1項の規
定に基づき、電力・ガス取引監視等委員会から経済
産業大臣に対して建議を行いました。

それを踏まえ、2020年10月7日、同指針の改定を
行いました。

第
６
章



第１節　電力システム改革の推進

280 281

（4）発電・小売間の不当な内部補助の防止策
経過措置料金専門会合の取りまとめにおいて、電

気の小売規制料金の経過措置を解除するか否かを判
断するに当たっての考慮要素の一つとして、「競争
環境の持続性」が挙げられ、卸市場において市場支
配力を有する事業者が社内の小売部門に対して不当
な内部補助を行い、当該内部補助を受けた小売部門
が廉売などの行為を行うことによって、小売市場に
おける競争を歪曲し、結果として、小売市場におけ
る地位を維持、又は強化するおそれについて指摘が
ありました。

また、総合資源エネルギー調査会の下に設置さ
れている制度検討作業部会の第2次中間とりまとめ

（2019年7月24日）に係る議論では、非FIT非化石価
値取引市場に関し、旧一般電気事業者がその非化石
証書収入分について発電部門から小売部門に不当に
内部補助を行うことによって、小売市場における競
争が歪曲する懸念について指摘がありました。

さらに、容量市場導入に当たっては、容量拠出金
により収入を得る事業者（旧一般電気事業者以外も
含まれうる。）の発電部門から小売部門への内部補助
について、同様の議論が生じることも想定されます。

これらの指摘等を踏まえ、卸市場において市場支
配力を有する事業者の不当な内部補助の防止策につ
いて、第45～50回制度設計専門会合（2020年2～9月）
において検討を行いました。

検討に際しては、経過措置料金専門会合や非FIT非
化石価値取引市場の設置に至る経緯を踏まえ、卸市
場において市場支配力を有する事業者の発電・小売
間の不当な内部補助を防止するための基本的な考え
方として、①卸売価格の社内外無差別性の監視、②
小売価格の監視、③非FIT非化石証書の取引を踏まえ
た内部補助の監視、が必要であると整理しました。

他方で、発電事業者において、発電から得られる
利潤を最大化する行動（支配力を行使した利潤最大
化行動は含まない。）、すなわち卸電力取引所での取
引、社外への相対卸取引、社内取引等の選択肢のう
ち、社内外問わず最も有利な条件で取引するという
経済合理的な行動がとられていれば、おのずから卸
売価格の社内外無差別性が確保され、電源アクセス
のイコールフッティングが実現することになると考
えられます。こうした発電利潤最大化行動が確実に
とられている場合には、社内外の卸売において合理
性のない価格差は発生せず、論理的には、内部補助
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改 定 案 現   行 

③ 相場操縦 

 

卸電力市場に対する信頼を確保する観点から、以下に掲げるような市場相場を

人為的に操作する行為は、電気事業法に基づく業務改善命令や業務改善勧告の対

象となり得る。 

○ 市場相場を変動させることを目的として卸電力市場の需給・価格について

誤解を生じさせるような偽装の取引（仮装取引（自己取引等の実体を伴わな

い取引）、馴合取引（第三者と通謀して行う取引）、又は真に取引する意思の

ない入札（先渡し掲示板における取引の申込みを含む。）のことをいう。）を

行うこと 

○ 市場相場を変動させることを目的として市場相場に重大な影響をもたらす

取引を実行すること又は実行しないこと 

○ 市場相場を変動させることを目的として卸電力市場の需給・価格について

誤解を生じさせるような情報を広めること（例えば、市場相場が自己又は第

三者の操作によって変動する旨を流布すること等） 

 

上記のうち、「市場相場を変動させることを目的として市場相場に重大な影響

をもたらす取引を実行すること又は実行しないこと」として問題となる具体的な

行為には、以下のものがある。 

○ 市場の終値を自己に有利なものとすることを目的として市場が閉まる直前

に行う大量の取引 

○ 取引価格の高値又は安値誘導によりインバランス料金を自己に有利なもの

とすることを目的として変動させる行為 
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○ 市場相場をつり上げる又はつり下げることを目的として市場取引が繁盛で

あると誤解させるような取引を行うこと（例えば、濫用的な買い占めや大量

の買い入札により市場相場をつり上げる場合等） 

○ 市場分断の傾向の分析や事前に入手した連系線の点検情報等により、市場

分断が起こることを予測した上で、継続的高値での入札や売惜しみ等を行っ

て市場相場を変動させること 

③ 相場操縦 

 

卸電力市場に対する信頼を確保する観点から、以下に掲げるような市場相場を

人為的に操作する行為は、電気事業法に基づく業務改善命令や業務改善勧告の対

象となり得る。 

○ 市場相場を変動させることを目的として卸電力市場の需給・価格について

誤解を生じさせるような偽装の取引（仮装取引（自己取引等の実体を伴わな

い取引）、馴合取引（第三者と通謀して行う取引）、又は真に取引する意思の

ない入札（先渡し掲示板における取引の申込みを含む。）のことをいう。）を

行うこと 

○ 市場相場を変動させることを目的として市場相場に重大な影響をもたらす

取引を実行すること又は実行しないこと 

○ 市場相場を変動させることを目的として卸電力市場の需給・価格について

誤解を生じさせるような情報を広めること（例えば、市場相場が自己又は第

三者の操作によって変動する旨を流布すること等） 

 

上記のうち、「市場相場を変動させることを目的として市場相場に重大な影響

をもたらす取引を実行すること又は実行しないこと」として問題となる具体的な

行為には、以下のものがある。 

○ 市場の終値を自己に有利なものとすることを目的として市場が閉まる直前

に行う大量の取引 

○ 取引価格の高値又は安値誘導によりインバランス料金を自己に有利なもの

とすることを目的として変動させる行為 

 （新設） 

 

 

○ 市場相場をつり上げる又はつり下げることを目的として市場取引が繁盛で

あると誤解させるような取引を行うこと（例えば、濫用的な買い占めや大量
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を理由とした小売市場の競争歪曲も生じないと考え
られ、内外無差別性の監視は不要とも考えられます。

しかしながら、小売市場重点モニタリングの調査
結果では、発電・小売一体の旧一般電気事業者にお
いては、社内取引価格が明確化されていませんでし
た。加えて、多くの旧一般電気事業者では、個別の
小売価格の設定において参照する定量的な基準とし
て、電源可変費以外のものが示されませんでした。
これらの点は、旧一般電気事業者の発電部門が、社
内外の取引条件を合理的に判断することなく、電力
の卸売を行っている可能性があることを示唆するも
のでした。

このため、電力・ガス取引監視等委員会は、2020
年7月1日、旧一般電気事業者各者に対して以下の
コミットメントを要請し、あわせて、コミットメン
トを確実に実施するための具体的な方策について、
旧一般電気事業者各社から電力・ガス取引監視等委
員会へ報告することも求めました。

○要請したコミットメントの内容
「会社全体としての利益を最大化するためには、

発電部門と小売部門のそれぞれが、中長期的な視点
も含めて利潤最大化を目指して行動することが合理
的なアプローチ」であることを踏まえ、

①  中長期的な観点を含め、発電から得られる利
潤を最大化するという考え方に基づき、社内
外・グループ内外の取引条件を合理的に判断
し、内外無差別に電力卸売を行うこと。

②  小売について、社内（グループ内）取引価格や
非化石証書の購入分をコストとして適切に認
識した上で小売取引の条件や価格を設定し、
営業活動等を行うこと。

その後、この要請を受けた旧一般電気事業者各者
から以下のとおり委員会に報告がありました。

·  今後コミットメントを行うことについて表明した。
·  コミットメントを確実に実施するための具体的
な方策について、発電部門・販売部門が一体と
なっている8社は、2021年度の運用開始に向け
て、社内取引価格の設定や業務プロセスの整備
に着手する。

今後のコミットメントの実施状況については、小
売市場重点モニタリングによる小売市場の重点的な
監視を定期的に（年2回程度）行うこととし、当該監
視において、旧一般電気事業者及びその関係会社に
よるモニタリング基準価格以下での小売販売や公共

入札が確認された場合には、小売価格の合理性に加
えて以下についても併せて説明を求め、確認してい
くこととしました。

·  卸売について、社内（グループ内）の取引条件・
価格と、社外（グループ外）の取引条件・価格（ス
ポット市場、BL市場、相対卸平均）の比較による、
内外無差別の確認。

·  小売について、小売平均価格（託送費除く）と社
内（グループ内）取引価格及び非化石証書購入費
用の比較によるコスト認識の確認、及び社内（グ
ループ内）取引価格等を踏まえたエリアプライ
ス以下の個々の小売価格の合理性の確認。

なお、取組開始当初の小売市場重点モニタリング
の対象事業者は、①供給区域の旧一電及びその関連
会社（出資比率20％以上）、②各供給区域の市場シェ
ア5％以上の小売事業者、としており、②の要件に
合致しない供給区域外の旧一般電気事業者及びその
関連会社については、モニタリングの対象となって
いませんでした。この点、旧一般電気事業者がその
大半を保有する電源アクセスのイコールフッティン
グを図る観点や、非化石証書に係る内部補助を防止
する観点からは、供給区域内外のいずれで小売販売
を行うにかかわらず、旧一般電気事業者の小売部門
や関連会社がグループ外の小売事業者よりも有利な
条件で卸売を受けることについて、合理性は認めら
れないと考えられます。したがって、小売市場重点
モニタリングの対象となる小売契約について、旧一
般電気事業者及びその関係会社のものは、供給区域
外も含めた全エリアを対象とするよう、見直しを行
いました（2020年7月以降適用）。

（5）�日本卸電力取引所に対する市場監視機能等の体制強化
2019年6月28日、電力・ガス取引監視等委員会は、

日本卸電力取引所に対して、市場監視業務等の中立
性・独立性を確保しつつ、その機能を向上させるた
めの体制を検討することを要請しました。

これを受け、2020年10月14日に日本卸電力取引
所から市場監視の中立性・独立性を確保するための
業務規程等の見直しや、市場監視業等に係る体制の
拡充等を実施する旨の回答を受領し、以下の内容を
公表しました。

〇市場監視業務等の在り方についての検討結果について
①  市場監視の中立性・独立性を確保するための業

務規程等の見直し
市場規模の拡大や市場参加者の多様化を踏ま
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え、取引所がその市場監視機能を強化し、取引の
公正性を担保するとともに、市場参加者の信頼を
確立するため、取引所の中立性・独立性の確保に
向けて、取引所が規定する業務規程等の見直しを
速やかに行います。

（ア） 市場取引監視委員会の権限の強化等
・  現行の規程において、不公正取引の判定や処

分に係る決定権限については理事会に帰属
し、市場取引監視委員会（中立的な有識者で
構成される所内委員会）は理事会から諮問を
受けた際にのみ意見を述べるに留まっている
点について、当該決定権限を市場取引監視委
員会に帰属させることとします。

・  市場取引監視委員会が、理事会からの諮問が
なくとも、委員会自らの発意によって、情報
収集や調査分析など市場監視に必要な活動を
行えることを規程で担保します。

・  市場監視担当部署からの不公正取引等に係る
報告先から、理事会を除外します。

（イ）  個別事業者に係る事案における決定プロセ
スの見直し

・  会員の資格審査や違約（預託金納入義務違反
等）の処分等、個別事業者に係る事案の決定
については、取引会員に属する理事・監事を
構成員に含む理事会での取扱を止め、中立者
である理事長が行うこととします。また、理
事長が理事会に付議することが適当と判断し
た場合も、取引会員に属する理事・監事が個
別事業者に係る当該議事に関与しないことを
規程で担保します。

②  市場監視業務等に係る体制の拡充等
市場監視業務を遂行する体制の強化の観点か

ら、人的リソースの拡充を図った上で、市場監視
に関する部署を独立させる方向で組織体制の見直
しを行います。

なお、市場監視の他、先渡等のヘッジ市場の活
性化や時間前市場の在り方などの課題への対応、
参加者ニーズに応じた市場や商品の見直し、公開
情報の充実、ガバナンスの中立性・独立性の向上、
ITシステムの信頼性向上などの取組全般に対応す
るため、事務局の増員を含めた組織体制の強化等
の取組を計画的に進めてまいります。

（6）容量市場の創設
かつての総括原価方式の枠組みの下では、発電投

資は規制料金を通じて安定的に回収されてきました。
総括原価方式と規制料金の枠組みによる投資回収の
枠組みがない中では、原則として、発電投資は市場
取引を通じて、または市場価格を指標とした相対取
引の中で投資回収されていく仕組みに移行していく
と考えられます。このため、固定価格買取制度の対
象となる再生可能エネルギー電源を除けば、大部分
の電源に係る投資回収の予見性は、従来の総括原価
方式下の状況と比較して、低下すると考えられます。

また、固定価格買取制度等を通じて、再エネが拡
大することになれば、従来型電源の稼働率が低下す
るとともに、再エネ電源が市場に投入される時間帯
においては市場価格が低下し、全電源にとって売電
収入が低下すると考えられます。その結果、電源の
将来収入見通しの不確実性が高まり、事業者の適切
なタイミングにおける発電投資意欲をさらに減退さ
せる可能性があります。

今後、仮に電源投資が適切なタイミングで行われ
なかった場合、電源の新設やリプレース等が十分に
なされない状態で、既存発電所が閉鎖されていくこ
ととなります。そのような場合には、中長期的に供
給力不足の問題が顕在化し、さらに電源開発に一定
のリードタイムを要することから、①需給がひっ迫
する期間にわたり、電気料金が高止まりする問題や、
②再エネをさらに導入した際の需給調整手段として、
必要な調整電源を確保できない問題等が生じると考
えられます。

こうした状況を踏まえると、単に卸電力市場（kWh
価値の取引）等に供給力の確保・調整機能を委ねるの
ではなく、一定の投資回収の予見性を確保する施策
である容量メカニズムを追加で講じ、電源の新陳代
謝が市場原理を通じて適切に行われることを通じて、
より効率的に中長期的に必要な供給力・調整力が確
保できるようにすることが求められます。

貫徹小委中間とりまとめにおいては、こうした観
点から検討を進めた結果、一定量の供給力を確保す
ることができる「容量市場」は、①予め必要な供給力
を確実に確保することができること、②卸電力市場
価格の安定化を実現することで、電気事業者の安定
した事業運営を可能とするとともに、電気料金の安
定化により需要家にもメリットがもたらされること、
③再エネ拡大等に伴う売電収入の低下は全電源に影
響していること等を踏まえると、最も効率的に中長
期的に必要な供給力等を確保するための手段である
とされました。

また、こうした措置は、投資回収の予見性を高め
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るための措置であり、必要な電源投資等のための総
コストは変わらない、もしくはリスクプレミアム等の
金利分が減少することから、中長期的に見た小売事
業者の負担はむしろ抑えられると評価されています。

ほとんどの自由化先進国において、前述した意義
に基づき、容量メカニズム等の投資回収の予見性を
高める施策が措置されています。一般に、容量メカ
ニズムは供給信頼度確保を目的として導入され、容
量市場は、中長期的に必要な供給力を確保する観点
からは、他の同種の制度よりも、より良いと考えら
れています。

制度検討作業部会においては、貫徹小委中間とり
まとめを受け、容量市場の詳細制度設計について、
本作業部会におけるヒアリングや、広域機関におけ
る検討も踏まえつつ、検討を行い、2024年度におけ
る必要供給力を確保するため2020年7月に初回メイン
オークションを行いました。2020年9月には約定結果
が公表され、その検証を踏まえた上で、第2回オーク
ションに向けて、①安定供給に必要な供給力を確実
に確保しつつ、②適切に価格形成が行われ、③2050
年カーボンニュートラル宣言に整合的となるような
制度見直しを進めています。

（7）非化石価値取引市場の創設に向けた検討
「エネルギー供給事業者による非化石エネルギー

源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促
進に関する法律（平成21年法律第72号）」（以下、「高
度化法」という。）により、小売電気事業者は、自ら
調達する電気の非化石電源比率を2030年度に44%以
上にすることが求められています。

しかし、卸電力取引所では、非化石電源と化石電
源の区別がされないため、非化石電源の持つ価値が

埋没し、非化石電源比率を高める手段として活用が
できません。結果、取引所取引の割合が比較的高い
新規参入者にとっては、非化石電源を調達する手段
が限定される状況になっており、高度化法の目標達
成が困難な面があります。

このような状況を踏まえ、新たな市場である非化
石価値取引市場を創設することによって非化石価値
を顕在化し、取引を可能とすることで、小売電気事
業者の非化石電源調達目標の達成を後押しするとと
もに、需要家にとっての選択肢を拡大することとさ
れました。またFIT非化石証書の売上については、
FIT賦課金の低減に充てることとされ、これにより、
FIT制度による国民負担の軽減を促すこととされま
した。

FIT電気に由来する非化石証書（FIT非化石証書）の
取引については、2018年5月に初回オークションを、
また、FIT電気以外の再生可能エネルギー等の電気
に由来する非化石証書（非FIT非化石証書）の取引に
ついても、2020年11月に初回オークションを開始し、
四半期に一度の頻度でオークションを実施していま
す。これにより、非化石価値を有する電気については、
全量証書化されることとなりました。

なお、本市場の創設に当たっては、上記の制度趣
旨を踏まえ、非化石価値を顕在化し、その価値に適
切な評価を与えることができるよう、以下のとおり、
非化石証書の有する環境価値と、需要家にとっての
選択肢拡大という非化石証書の主な役割について基
本的な考え方を整理しました。

①非化石証書の有する環境価値
電気の持つ環境価値としてはいくつかの概念が

考えられますが、①非化石価値（高度化法上の非化

【第361-4-4】容量市場創設後の収入
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第361-4-4 （284ページ上部）

出典:＊＊

 こちらの画像データで解像度は問題ございませんでしょうか？

出典：経済産業省作成
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石比率算定時に非化石電源として計上できる価値）
以外に、②ゼロエミ価値（CO2排出係数が0kg-CO2/
kWhであることの価値）や③環境表示価値（小売電
気事業者が需要家に対しその付加価値を表示・主張
する権利）が主なものとして挙げられます。

非化石証書の購入者は販売する電気に非化石証書
を使用することで、こうした価値を需要家に訴求す
ることができます。電力の小売営業に関する指針に
おいて、電源構成表示に関しては、実際に受電した
電源の構成を表示するとの整理がなされており、非
化石証書を使用しても電源構成は変わらない点に留
意が必要ですが、同指針において、再エネ由来の証
書に関しては、電源種に応じて「再エネ100％」又は

「実質再エネ100％」といった環境価値を表示するこ
とは許容することとしています。

②需要家の選択肢の拡大
証書を購入した小売電気事業者は、環境価値を電

気とともに需要家に販売することが可能となりま
す。非化石証書には、再生可能エネルギーの電気に
由来する再エネ指定の非化石証書と、再生可能エ
ネルギー以外の非化石電源の電気に由来する指定
無し証書の2種類が存在します。例えば、再エネの
推進に貢献したいと考える需要家は、数ある料金メ
ニューから、こうした小売電気事業者が提供する再
エネ指定の非化石証書を活用した環境価値付きのメ
ニューを選択することで、実際に貢献することが可
能となります。需要家のニーズが高ければ、非化石
価値取引市場が積極的に活用され、小売電気事業者
のサービス多様化が図られることが期待されます。

なお、2019年2月のオークションから、非化石証
書に発電所情報等を付与した証書を調達できるよ
う、実証実験を開始しており、2020年度のオーク
ションについても、この実証実験を継続して実施し
ました。

5.送配電分やに関する取組
（1）送配電事業の監視
①�一般送配電事業者等の業務及び経理の監査

 一般送配電事業者及び送電事業者の業務及び経理
の監査

電力・ガス取引監視等委員会は、電気事業法第
105条の規定に基づき、一般送配電事業者及び送
電事業者（以下、本項目において「一般送配電事業
者等」という。）13者の2018事業年度の業務及び経
理について監査を行いました。

○監査対象事業者
①一般送配電事業者

北海道電力、東北電力、東京電力パワーグリッ
ド、中部電力、北陸電力、関西電力、中国電力、
四国電力、九州電力及び沖縄電力

②送電事業者
電源開発、北海道北部風力送電及び福島送電

監査の実施に当たっては、監査対象事業者から事
前に報告徴収した監査資料に基づき、実地監査又は
書面監査の方法により実施しました。

【第361-4-5】市場創設効果（イメージ）
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第361-4-5 （285ページ上部）

出典:＊＊

 こちらの画像データで解像度は問題ございませんでしょうか？

出典：経済産業省作成
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2019年度監査においては、主な重点監査項目
として、託送料金に係る事後評価に際し、託送収
支計算書を基に実施することから、昨年度に引き
続き、社内取引に係る収益及び費用計上が適切に
行われているか「託送供給等収支」を重点的に確認
しました。また、工事費負担金の分割払いが認め
られる基準が整理・明確化されたこと等を踏まえ、
工事費負担金の清算が適切に行われているかなど

「約款の運用等及び託送供給等に伴う禁止行為」を
重点的に確認しました。

2019年度において実施した監査の結果、4事業
者において7件の指摘事項がありました。これに
ついては、電気事業法第66条の12に基づく一般
送配電事業者等に対する勧告並びに電気事業法第
66条の13に基づく経済産業大臣への勧告を行う
べき事項は認められませんでしたが、所要の指導
を行いました。

○指摘事項の内訳 （単位：件）
指摘事項 件数

① 約款の運用等に関する監査 －
② 財務諸表に関する監査 －
③ 託送供給等収支に関する監査 5
④ 託送供給に伴う禁止行為に関する監査 2

合　　計 7

②送配電事業者の業務実施状況の監視
電力・ガス取引監視等委員会は、必要に応じて電

気事業法に基づく報告徴収を行い、送配電事業者の
業務実施状況を把握・分析するとともに、問題とな
る行為等が見られた場合にはその是正や再発防止
をはかるよう指導しています。

2019年4月1日～ 2020年3月31日までの期間にお
いては、工事費負担金の精算を適正に行うよう指導
したといった例がありました。なお、送配電事業者
の業務実施状況において、業務改善勧告に至るよう
な事案はありませんでした。

（2）�一般送配電事業者の収支状況（託送収支）の事後評価
我が国の電力系統を取り巻く事業環境は、人口減

少や省エネルギーの進展等により電力需要が伸び悩
む傾向にある一方で、再生可能エネルギーの導入拡
大による系統連系ニーズや経済成長に応じて整備さ
れてきた送配電設備の高経年化への対応が増大する
など、大きく変化しつつあります。

こうした事業環境の変化に対応しつつ、将来の託
送料金を最大限抑制するため、一般送配電事業者に

おいては、経営効率化等の取組によりできるだけ費
用を抑制していくとともに再生可能エネルギーの
導入拡大や将来の安定供給等に備えるべく、計画的
かつ効率的に設備投資を行っていくことが求めら
れます。

以上のような問題意識の下、料金審査専門会合
（2020年7月に改組され、現在は「料金制度専門会合」
という。）において、託送料金の低廉化と質の高い電
力供給の両立を促すべく、2019年度の託送収支や
経営効率化に向けた取組等を分析・評価（全10者の
状況を分析した上で、北陸電力送配電、関西電力送
配電、中国電力ネットワーク及び沖縄電力の4社か
らヒアリングを実施）しました。

この結果を踏まえ、電力・ガス取引監視等委員会
は、経済産業大臣に対し、電気事業法に基づく経済
産業大臣の処分に係る審査基準等（平成12・05・29
資第16号）第2（14）に照らし、託送供給等約款の変
更認可申請を命じることが必要となる事業者はいな
かった旨回答しました。

＜料金制度専門会合の取りまとめ内容（抜粋）＞

①はじめに
我が国の電力系統を取り巻く事業環境は、人口

減少や省エネルギーの進展等により電力需要が伸
び悩む傾向にある一方で、再生可能エネルギーの
導入拡大による系統連系ニーズや経済成長に応
じて整備されてきた送配電設備の高経年化への
対応が増大するなど、大きく変化しつつある。

こうした事業環境の変化に対応しつつ、将来
の託送料金を最大限抑制するため、一般送配電
事業者においては、経営効率化等の取組により
できるだけ費用を抑制していくとともに、再生
可能エネルギーの導入拡大や将来の安定供給等
に備えるべく、計画的かつ効率的に設備投資を
行っていくことが求められる。

以上のような問題意識の下、電力・ガス取引
監視等委員会の料金制度専門会合は、託送料金
の低廉化と質の高い電力安定供給の両立を促進
すべく、一般送配電事業者の収支状況等の事後
評価を実施するとともに、この中で、2023年度
より導入する新託送料金制度（レベニューキャッ
プ制度）の設計・運用の参考とする観点から、各
社の事業状況（経営効率化や高経年化対策等）に
ついて議論した。

なお、今回の事後評価に際しては、北陸電力
送配電、関西電力送配電、中国電力NW、沖縄電
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力、関西電力調達等審査委員会、東京電力HDか
らヒアリングを実施した。

②2019年度の収支状況等の事後評価の結果概要
（ア）託送収支の状況（全10社）
（ⅰ）法令に基づく事後評価

2019年度の当期超過利潤累積額について、変
更認可申請命令（値下げ命令）の発動基準となる
一定の水準を超過した事業者はいなかった（ス
トック管理）。また、想定単価と実績単価の乖離
率について、変更認可申請命令の発動基準とな
る一定の比率を超過した事業者はいなかった（フ
ロー管理）。東京電力PGについては、2017年度収
支から廃炉等負担金を踏まえて厳格な基準が適
用されることとなったが、当該基準に達してい
なかった。

（ⅱ）収支全体について
収入面については、節電・省エネ等により電

力需要が減少したため、沖縄を除く9社において、
実績収入が想定原価を下回った。特に、北海道、
関西、四国は5％以上減少となった。

費用面については、北海道、東北、北陸、沖
縄の4社において、主に人件費・委託費等の増加
により、実績費用が想定原価を上回った一方で、
東京、中部、関西、中国、四国、九州の6社にお
いては、主に設備関連費の減少により、実績費
用が想定原価を下回った。

この結果、2019年度の託送収支においては、
中部、九州を除く8社で当期超過利潤がマイナス

（当期欠損）となった。
なお、実績費用が増加した4社中2社（北海道、

北陸）においても、設備関連費は想定原価を下
回っている。一般送配電事業者は、収入が減少
又は横ばいとなる中で、総じて人件費・委託費
が維持・増加し、設備関連費が減少している。

（ⅲ）人件費・委託費等について（OPEX:運営的費用）
人件費・委託費等には、給料手当、システム

開発に係る委託費等の費目が含まれる。
2019年度は、前年度と同様、東京を除く9社で

実績費用が想定原価を上回り、このうち、東北、
北陸、関西、中国、四国、九州、沖縄の7社につ
いては、主に給料手当水準の差による給料手当
の増加や、それに伴う厚生費の増加、システム
改修に伴う委託費の増加等により、想定原価か

ら10％以上上回っていた。
人件費・委託費等については、こうした上昇

要因を踏まえると単価の大幅な引下げは難しい
と考えられるが、そうした状況においても引き
続き効率化を追求していくべきである。

（ⅳ）設備関連費について（CAPEX：資本的支出）
設備関連費には、修繕費、減価償却費等の費

目が含まれる。
2019年度は、前年度と同様、東北、沖縄を除

く8社で実績費用が想定原価を下回り、このうち、
東京、中部、関西、中国、九州については、修
繕費や減価償却費の減少により想定原価から10%
以上下回っていた。

修繕費については北陸、四国、沖縄を除く7社
で、減価償却費については東北を除く9社で、想
定原価を下回っていた。なお、北海道、北陸、関西、
中国の4社においては、減価償却方法を定率法か
ら定額法に変更したことによる減価償却費の減
少が見られたが、効率化施策による費用削減の
効果と峻別するためにも、各社切り分けて検証
することが望ましい。

各社においては、引き続き、調達合理化や延
伸化措置等によるコスト削減に取り組みつつも、
費用削減のみを目的として、再生可能エネルギー
の導入拡大やレジリエンス、安定供給等に必要
となる設備投資が繰り延べられるようなことが
あってはならない。

　
（イ）�レベニューキャップ制度導入を見据えた取組状況（4社）

一般送配電事業者における必要な投資の確保
とコスト効率化を両立させ、再エネ主力電源化
やレジリエンス強化等を図ることができるよう、
現在、資源エネルギー庁と電力・ガス取引監視
等委員会において、レベニューキャップ制度の
詳細設計が進められている。

レベニューキャップ制度においては、規制期
間開始時に、一般送配電事業者は、国が示した
指針に沿って、一定期間に達成すべき目標を明
確にした事業計画の策定や収入上限の算定を行
うこととなる。また、規制期間終了時には、事
業計画の達成目標の状況を評価、規制期間中の
収入上限と実績収入及び実績費用の差額を調整
すること等により、翌期規制期間の収入上限の
算定を行うなど、詳細設計の検討が進んでいる
ところ。
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今回の事後評価では、レベニューキャップ制
度の導入を見据え、その設計・運用の参考とす
る観点から、4つのヒアリング項目を設定し、4
社（北陸電力送配電、関西電力送配電、中国電力
NW、沖縄電力）からヒアリングを実施した。

（i）中長期の設備投資計画と設備投資費用イメージ
●ヒアリング趣旨
レベニューキャップ制度においては、レジリ

エンス向上や再エネ主力電源化の観点から、必
要な投資を着実に行うことを制度の狙いとして
いる。それを踏まえ、今後中長期的に各社が計
画している設備投資について、費用見通しを確
認した。

●ヒアリング結果
各社の主要5品目（鉄塔、架空送電線、地中ケー

ブル、変圧器、コンクリート柱）における中長期
（10年）の設備投資計画（拡充及び改良）について
確認をしたところ、拡充投資については、今後、
再エネ導入の拡大が進む一方で、需要の伸びの
鈍化の影響もあり、レベニューキャップ制度が
導入される2023年度以降も各社横ばいの傾向に
あった。また、改良投資については、高経年化
対応による改良工事物量が増加することに伴い、
各社いずれも増加傾向にあった。

一般送配電事業者においては、現在、電力広域
的運営推進機関で議論されている設備毎の故障
確率や故障影響度を考慮したリスク評価を行う
アセットマネジメントシステムを導入し、高経年
化に伴う改良物量の増加や施工力の平準化を加
味して中長期の設備投資計画を策定することで、
工事物量の平準化やコスト最適化を図りながら、
合理的な設備投資を行うことが求められる。

また、合理的な設備投資の実現に当たっては、
施工力の確保も重要な課題。北陸電力送配電か
らは、北陸エリアの送配電工事会社と「Eリーグ
北陸」という企業グループを立ち上げ、インター
ンシップや就職説明会の場で、パンフレットや
映像等を活用して説明するとともに、若手従事
者を対象に「キャリアアップ研修会」を開催する
ことで従業員間の連帯感を深めるなど、送配電
工事従事者の確保・定着に向けた活動を行って
おり、この取組の成果として「Eリーグ北陸」の発
足前と比較して、工事従事者数が1割程度増加し
ていることが紹介された。一般送配電事業者と

しても、引き続き、業界全体としての施工力確
保の取組に貢献していくことが望まれる。

レベニューキャップ制度では、一般送配電事
業者において、達成すべき目標を明確にした設
備投資計画の実施に必要な費用を見積もって収
入上限を算定し、国がその見積費用の適正性を
査定することになる。この査定に当たっては、
再生可能エネルギーの拡大やレジリエンス、安
定供給の観点から、必要な投資量が確保されて
いるかの確認に加え、コスト効率化の観点から、
統計査定なども用いて事業者間比較などによる
効率的な単価・費用の算定を行うことができる
よう、必要な制度設計を進めていくことが求め
られる。

（ii）設備投資計画の実施状況
●ヒアリング趣旨
レベニューキャップ制度においては、外生的

な要因による費用変動や、一般送配電事業者が
計画した投資量に未達成があった場合、翌規制
期間の収入上限において当該費用を調整する方
向で検討を進めている。それを踏まえ、過去3年
間において、設備拡充投資及び設備改良投資に
ついて、各年度の計画と実績がどのような要因
で、どの程度乖離したかを確認した。

●ヒアリング結果
過去3年間における各社の拡充投資について

は、設備投資額の実績値が当初計画値を下回る
傾向であった。ただし、その要因は、用地交渉
等の難航や、供給申込の延期・中止等、一般送
配電事業者にとっては外生的な要因によるもの
が多いことが示された。

また、改良投資についても同様に、外生的な
要因により、全体では設備投資額の実績値が当
初計画値を下回る傾向にあった。

他方で、設備によっては、その劣化状況や工
事会社の施工力を踏まえつつ、後年工事の効率
化も見据え、必要な工事の前倒しを実施するケー
スもあるなど、設備投資量の実績が計画を上回
るケースも見られた。

レベニューキャップ制度においては、期初に
おいて精緻な計画策定を求めるとともに、効率
化に資する設備投資の前倒しなどについても、
計画変更を通じて柔軟に収入上限に反映できる
よう、制度設計を進めていくことが求められる。
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（iii）経営効率化の実施状況
●ヒアリング趣旨
レベニューキャップ制度導入後においても同

様に、一般送配電事業者は託送料金の低廉化を
促進すべく、不断な経営効率化に取り組む必要
があることから、調達の工夫や、工法の工夫等
の各社の取組状況を確認した。

●ヒアリング結果
ヒアリング対象事業者4社における経営効率化

の取組状況を確認したところ、物量と単価の両
面から費用を抑えるという基本的な考えが示さ
れ、その具体的な取組事例が紹介された。具体
的には、
・  RPA（ロボティック・プロセス・オートメーショ

ン）の導入により、業務量を削減
・  インターネットを用いたリアルタイム映像中

継システム導入により、送電線工事現場の確
認検査のための現地出動回数を低減

 ・ 他社と多くの品目について共同調達を積極的
に行うことによる、調達の効率化取組

などの効率化取組が多く紹介された。こうし
た各社の費用削減に向けた取組はコスト効率化
の観点から一定の評価ができ、一般送配電事業
者においては、今回紹介された新たな取組事例
も参考に、更なる効率化やコスト削減に向けて
様々な取組を進めていくことを期待する。

また、今回の事後評価では、各社の経営効率
化に向けた体制や方向性が示され、例えば、中
国電力NWからは「全社的な経営目標（経営ビジョ
ン2030）」について説明があり、「送配電事業の強
化」、「新規事業の展開」、「地域活性化への貢献」
の3つの柱に取り組むことにより、地域社会とと
もに発展する企業を目指すということが示され、
関西電力送配電からもアンケートによる顧客満
足度調査等を実施し、地域社会の皆様の声を吸
い上げながら事業を行っていることが紹介され
た。一般送配電事業者においては、社会に対し
て果たすべき役割を意識しながら、広い視点で
取り組むことが期待される。

今後、再生可能エネルギー電源等の系統連系
ニーズの増加や高経年化への対応など、送配電
設備に関する費用上昇が見込まれる。今回は、
送配電部門全体としての効率化の実績や見通し・
目標について定量的に示した事業者は関西電力
送配電と中国電力NWに限られたが、一般送配電

事業者においては、公共性のある財・サービス
の提供を独占的に担う立場から、中長期的なコ
スト削減目標を掲げて、効率化に向けた自社の
対応や取組の全体像を具体的かつ定量的に説明
していくことが期待される。

（iv）�レベニューキャップ制度における設定目標に
対する取組
●ヒアリング趣旨
現在、レベニューキャップ制度においては、一

般送配電事業者が社会的便益の最大化を目指す
観点から一定期間に達成すべき『目標』の設定に
向けて、検討が進んでいる。これを踏まえ、レ
ベニューキャップ制度における設定目標（「安定
供給」、「再エネ導入拡大」、「サービスレベルの
向上」、「広域化」、「デジタル化」、「安全性・環
境性への配慮」などを予定）について、ヒアリン
グ事業者の現状を聴取し、実態把握を行った。

●ヒアリング結果
「安定供給」の指標の1つである停電回数・停電

時間について確認したところ、北陸電力送配電、
関西電力送配電、中国電力NWの停電回数・停電
時間は、大規模災害といった要因を除くと低水
準で安定していた。一方で、沖縄電力は台風常
襲地域のため、災害に起因する停電回数・停電
時間が多いが、停電量低減に向けた取組として、
自治体を含む関係者との連携による迅速な復旧
体制の構築、一般送配電事業者共同の連携訓練
を実施していること等が紹介された。また、関
西電力送配電からは、災害時連携計画を策定し、
10社共同訓練において、被災エリアの資材を用
いて「仮復旧工法」の実効性を確認したとの紹介
があった。一般送配電事業者においては、災害
時における電力の早期復旧を果たすことはもち
ろん重要であるが、設備の仕様統一化にも並行
して取り組むことが求められる。
「再エネ導入拡大」に向けては、発電予測精度

向上を目的とし、気象モデルの活用に係る社内
検討会が行われており、また、新規再エネ電源
の早期かつ着実な連系に向けて、回答期限の日
程管理のシステム化や、マニュアル整備といっ
た取組が紹介された。
「サービスレベルの向上」に向けては、アンケー

トを用いて顧客満足度を調査して更なる満足度
向上を図っており、また、停電情報自動応答シス
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テム導入等により、停電時のタイムリーな情報
提供を通じた顧客サービスレベルの向上といっ
た取組が紹介された。
「広域化」に向けては、架空送電線、ガス遮断器、

地中ケーブルについて、仕様統一化や調達改革
に向けた調達改革ロードマップを策定し、全10
社による仕様統一化に向けた調整が完了したこ
と、さらに、ガス遮断器については共同調達を
実施したことが報告された。
「デジタル化」に向けては、作業効率化の観点

から、ドローンを用いた送配電設備の巡視・点
検の実装に向けた実証が進められており、また、
電圧・電流等の計測を可能とするセンサー開閉
器の導入を進めることで、適正電圧維持の高度
化を進めていることなどが紹介された。
「安全性・環境性への配慮」に向けては作業員

の安全性向上のための器具等の開発・導入事例
や、環境対策に向けた各種取組（PCB廃棄物の処
理方法、SF6ガス絶縁機器の導入によるSF6ガス
漏出量の低減など）が紹介された。施工力確保の
観点からも、一般送配電事業者においては、作
業員の安全性の確保に、より一層取り組む必要
がある。

以上のことから、新託送料金制度において設
定が見込まれる各種目標に対して、現時点にお
いて、各社ともに、問題意識をもって主体的に
取り組んでいることが確認できた。

（ウ）関西電力調達等審査委員会の活動状況
関西電力の社内に設置された調達等審査委員

会の活動状況を確認したところ、関西電力は、
工事の発注・契約手続等の適切性、透明性確保
のため、外部の専門家で構成される「調達等審査
委員会」を設置し、社内規程に基づき業務が適切
に執行されているかの審査を行い、必要に応じ
て業務所管部門へ指導・助言するとともに、審
査概要を公開していることを確認した。

また、調達等審査委員会における取組内容や
評価結果に対する理解促進のため、本委員会の
審議結果について、補足・解説を加え、関西電
力及び関西電力送配電の社内サイトに掲載し、
全従業員に対する周知を行っていることも確認
した。

さらに、関西電力及び関西電力送配電の全従
業員を対象に、工事の発注・契約手続等に係る
社内規程の制定・改正内容の理解促進等を目的

として、eラーニングを実施していることも確認
した。

以上のような取組を継続・深化することにより、
工事の発注・契約手続等に係る不適切な運用を二
度と起こすことがないよう、期待したい。

なお、他の一般送配電事業者においては、今
回説明された調達等審査委員会の活動状況を参
考に、望ましい取組として、取り入れられるも
のは取り入れていただくことを期待したい。

③おわりに
今回の事後評価の結果を踏まえ、①一般送配

電事業者においては、再生可能エネルギーの拡
大や安定供給の確保など、将来に向けた投資を
しっかり確保すると同時に、更なるコスト削減
を促進することが重要となる。また、②資源エ
ネルギー庁と電力・ガス取引監視等委員会にお
いては、一般送配電事業者における必要な投資
の確保とコスト効率化を両立させ、再生可能エ
ネルギー主力電源化やレジリエンス強化等を図
ることができるよう、レベニューキャップ制度
の詳細設計を進めていくべきである。

（3）�調整力の調達・運用状況の監視及びより効率的
な確保等に関する検討

①�調整力公募の結果及び調整力の運用状況の監視と
情報公表
一般送配電事業者による調整力の公募調達は、発

電事業者等の競争の結果として、コスト効率的な調
整力の調達や電力市場全体としての調整力の増大を
実現するための仕組みです。しかしながら、現状、
調整力として提供可能な旧一般電気事業者以外が保
有する電源等が多く存在しているとは言い難く、こ
のような状況を改善し、競争を促進していくために
は、公募調達が透明性をもって行われるとともに、
潜在的な応札者に対して適切な情報提供を行うこと
で、発電事業者等の入札参加への円滑化と拡大を図
ることが必要です。

このため、電力・ガス取引監視等委員会は、調整
力公募調達結果を分析し、旧一般電気事業者の入札
行動に問題となる点がないか、また、一般送配電事
業者による調整力の運用が、容量（kW）価格や電力
量（kWh）価格に基づき適切に運用されているか監
視を行いました。

以上の調整力の公募調達結果及び調整力の運用状
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況（調整力の電力量価格及び電力量）について、制度
設計専門会合及び電力・ガス取引監視等委員会の
ホームページに公表しました。

②�三次調整力②及び電源Ｉ’の広域調達における連
系線確保量の上限を提示
2021年度から開設される需給調整市場では、当

初は一部商品（三次調整力②）のみの取引が行われ、
2022年度以降、段階的に商品が拡充します。調整
力を広域調達するためには、調達した調整力が確実
に活用できるよう地域間連系線の容量を確保する必
要があり、その上限をどのように設定するか市場開
始前に決めておく必要があります。また、上限値の
設定に当たっては、卸電力市場への影響とバランス
を考慮する必要があります。

このため、制度設計専門会合では、2021年3月に
2021年度から取引が開始される三次調整力②の連
系線確保量について、広域調達による三次調整力②
への影響と卸電力市場（時間前市場）への影響の経済
メリット等を評価して、社会コストが最小となるよ
うな三次調整力②の連系線確保量の上限値を提示し
ました。

同様に、2020年6月の制度設計専門会合において、
2020年度から隣接エリアからに限定した広域調達、
広域運用が実施されている電源Ⅰ’に対し、2021年
度向けに確保すべき連系線確保量について議論し、
その確保すべき上限値を提示しました。

③�調整力公募ガイドラインにおける逆潮流アグリ
ケーションの取扱いの検討
調整力公募に関する基本的な考え方を整理した

「一般送配電事業者が行う調整力の公募調達に係る
考え方」（以下「調整力公募ガイドライン」という。）で
は、電源は原則としてユニット単位で応札すること
としており、複数の発電ユニットを組み合わせて応
札することは認められていません。

他方、分散型リソース（蓄電池、コージェネレー
ション等）の普及や技術進歩を背景に、複数の電源
等を組み合わせる逆潮流アグリゲーションを調整力
として活用するニーズが拡大しました。

現状の調整力公募において、旧一般電気事業者以
外からの応札が少ないことから、競争促進の観点か
らも、新たなリソースの参入を可能とすることは重
要と考えられます。

以上を踏まえ、2021年1月の制度設計専門会合に
おいて、調整力公募ガイドラインにおける逆潮流ア

グリゲーションの取扱いについて議論を行い、調整
力に求められる確実性や透明性及び発電事業者の規
模による公平性を確保しつつ、一定の要件を設けた
上で調整力への入札を認めるよう、今後、調整力公
募ガイドラインを見直すことを決定しました。

④需給調整市場の創設
一般送配電事業者が電力供給区域の周波数制御、

需給バランス調整を行うために必要な調整力を調達
するに当たっては、特定電源への優遇や過大なコス
ト負担を回避しつつ、実運用に必要な量の調整力を
確保することが重要となります。

このような観点から、一般送配電事業者による
調整力の公募が2016年から実施されることとなり、
ディマンドリスポンス（DR）等の調整力も調達され
るようになっています。

貫徹小委中間とりまとめにおいては、今後、公募
結果を踏まえつつ、需給調整市場の詳細設計を行い、
一般送配電事業者が調整力を市場で調達・取引でき
る環境を整備することが適当であるとされました。
また、電力システム改革専門委員会報告書において
も、系統運用者が供給力を市場からの調達や入札等
で確保した上で、その価格に基づきリアルタイムで
の需給調整・周波数調整に利用するメカニズムを送
配電部門の一層の中立化に伴い導入することが適当
であると記載されています。

諸外国においても、需給調整市場を開設し、調整
力を市場の仕組みを活用して前週や直前に調達して
います。同時に、欧米においては需給調整の広域化
にも取り組んでおり、例えば欧州は卸電力市場の広
域統合から需給調整市場の広域統合へと、ルール・
プラットフォームの整備を進めています。

我が国においても、再エネの導入が進む中で、調
整力を効率的に確保していくことは重要な課題で
す。調整力公募は一部の調整力を除き各エリアの一
般送配電事業者がエリア内の調整力のみを調達して
いますが、効率的に調整力を調達するためには、エ
リアを超えて広域的に調整力を確保することも課題
となっています。他方で、各一般送配電事業者のシ
ステムは、現状において、広域的な調整力の市場調
達やその運用を前提として構築されておらず、こう
したシステムの改修や、実運用の変更を、日々の
需給調整に支障を生じさせない形で行うためには、
ルール検討やシステム構築を慎重に行っていく必要
があります。

現在、制度検討作業部会や広域機関の委員会にお
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いて、需給調整市場の詳細設計が進められており、
2021年からは再生可能エネルギー予測誤差に対応
する調整力が、2024年までには全ての調整力が需
給調整市場を通した調達に切り替わる予定です。ま
た各一般送配電事業者のシステム改修にむけた検討
や調整力の広域運用に向けた準備も並行して進めら
れています。

（i）�調整力の広域調達に必要な地域間連系線の容量
確保の検討
2021年度から需給調整市場を通した調整力の広

域調達が開始されると、調達された調整力が確実に
活用できるよう事前に地域間連系線の容量を確保す
る必要があります。

そこで、電力・ガス取引監視等委員会では、2021
年3月の制度設計専門会合において、2021年度から
取引が開始される再生可能エネルギー予測誤差に対
応する調整力の広域調達に係る地域間連系線の確保
量について議論を行い、2021年度における当該調
整力の地域間連系線の確保上限量を決定しました。

（ii）需給調整市場の監視及び価格規律の在り方の検討
需給調整市場における競争が十分でない場合、市

場支配力を有する事業者が市場支配力を行使し、不
当に高い入札価格等を設定することにより、不当な
利益を得るといったことが起こり得ます。こうした
ことを踏まえ、電力・ガス取引監視等委員会では、
制度設計専門会合において、2019年12月から2020
年12月まで8回にわたり需給調整市場の監視及び価

格規律の在り方について議論を積み重ね、2020年
12月に「需給調整市場において適正な取引を確保す
るための措置について」を取りまとめました。

この取りまとめでは、需給調整市場において不適
正な取引を防止するため、電気事業法に基づく業務
改善命令等の事後的な措置を講ずることに加え、市
場支配力を有する可能性の高い事業者には一定の規
律に基づいて入札を行うことを要請する事前的措置
を講ずることとされました。このため、2021年3月に

「適正な電力取引についての指針」を改定しました。

⑤需給調整市場の監視及び価格規律の在り方の検討
一般送配電事業者が調整力として活用する電源等

は、現在は、各一般送配電事業者がエリア毎に公募
を実施し調達を行っていますが、2021年度以降は、
需給調整市場が開設され、調整力は市場を通じ、エ
リア間をまたいだ広域での調達が行われることとな
ります。また、調整力の運用については、2021年
度から、実需給の前に予測されたインバランスに対
して、9エリアの広域メリットオーダーに基づく調
整力の広域運用が開始されます。

このため、調整力の広域調達及び広域運用におい
て、主に旧一般電気事業者9者間での競争が期待さ
れるところ、調整力の調達に係る入札価格（調整力
ΔkW価格）及び運用に係る登録価格（調整力kWh価
格）について、原則自由ということでよいか等を整
理する必要がありました。

以上を踏まえ、制度設計専門会合において、2019
年12月より、需給調整市場の監視及び価格規律の

【第361-5-1】需給調整市場の概要
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 こちらの画像データで解像度は問題ございませんでしょうか？

出典：経済産業省作成
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在り方について検討を行い、2020年12月に「需給調
整市場において適正な取引を確保するための措置に
ついて」を取りまとめました。

この取りまとめでは、需給調整市場において不適
正な取引を防止するため、電気事業法に基づく業務
改善命令等の事後的な措置を講ずることに加え、市
場支配力を有する可能性の高い事業者には一定の規
範に基づいて入札を行うことを要請する事前的措置
を講ずることとされました。このため、電力・ガス
取引監視等委員会は、2021年3月に「適正な電力取
引についての指針」の改定及び「需給調整市場ガイド
ライン」の制定について、経済産業大臣に対して建
議を行いました。

それを踏まえ、2020年3月30日、「適正な電力取
引についての指針」の改定及び「需給調整市場ガイド
ライン」の制定を行いました。

（4）�インバランス料金制度の運用状況の監視及び
2022年以降のインバランス料金制度の詳細設計

①インバランス料金制度の運用状況を踏まえた制度改正
計画値同時同量制度において、小売電気事業者と

発電事業者は、1日を48コマに分割した30分単位の
コマごとにそれぞれ需要と発電の計画を策定するこ
ととなっています。これらの計画と実績のずれ（イ
ンバランス）については、一般送配電事業者が発電
事業者等から公募により調達した電源等（2021年度
からは需給調整市場での調達が開始される）を用い
て調整を行い、その費用については、小売電気事業
者と発電事業者からインバランス料金として回収し
ます。このように、インバランス料金は実需給にお
ける電気の過不足の精算価格となっていますが、同
時に卸電力取引における価格シグナルのベースにも
なっています。

2020年2月23日に系統余剰であったにもかかわら
ずインバランス料金が高騰するという事象があった
ことから、電力・ガス取引監視等委員会では、その
原因を分析し、インバランス料金の算定方法につい
て速やかな改正を資源エネルギー庁に提言しました。

それを踏まえ、2020年6月にインバランス料金の
算定諸元である系統全体の需給状況に応じた調整項
について、その下限値を撤廃する等の省令改正を行
いました。

2020年7月に災害等により電気の需給バランスが
大きく崩れた場合においても、電力市場を通じて、
分散型電源を含めた発電設備や、電力消費量を調
整するディマンドリスポンスを積極的に活用するた

め、電力使用制限又は計画停電が実施されている
エリアのインバランス料金は、制度設計専門会合に
おける「2022年度以降のインバランス料金制度につ
いて（中間とりまとめ）」を踏まえ、それぞれ100円/
kWh、200円/kWhとする等の省令改正を行いました。

さらに、2021年1月の卸電力市場における価格高
騰に連動し、インバランス料金も過去最高価格まで
高騰するなど高水準の価格が一定期間継続する事象
が発生しました。こうした状況を踏まえ、市場参加
者による電力の安定的な取引環境確保に向けた緊急
的な対応として、2020年1月17日以降の電力供給分
については、2022年4月から適用することとされて
いた、需給ひっ迫時のインバランス料金制度の見直
しの一部を前倒し、インバランス料金の上限価格を
200円/kWhとしました。

②2022年以降のインバランス料金制度の詳細設計
2022年度から開始予定の新たなインバランス料

金制度について、制度設計専門会合において、2019
年2月より、新たなインバランス料金制度の詳細設
計に着手し、2020年3月に中間取りまとめを行いま
した。その後、2020年6月及び7月に更に詳細な議
論を要する事項について、検討を行いました。

また、新たなインバランス料金制度を踏まえた需
給調整関連費用の回収方法及び収支管理の在り方に
ついて、2020年3月、7月及び9月の制度設計専門会
合において議論を行い、2022年度以降のインバラ
ンス収支の過不足については、託送収支に繰り入れ、
託送料金を通じて調整すること、一般送配電事業者
は、需給調整業務の透明性を高めるため、当該業務
の実施状況に関する情報を毎月、公表することが決
定されました。

（5）�一般送配電事業者がスマートメーターにより計
測された発電電力量（速報値）を発電契約者に提
供する仕組みの整備

「2022年度以降のインバランス料金制度について
（中間取りまとめ）」に対するパブリックコメント等
において、事業者から、スマートメーターにより計
測された地点毎の電力量（速報値）について、需要側
だけではなく、発電側についても、一般送配電事業
者から提供を受けたいという要望がありました。

これを受け、制度設計専門会合において、地点毎
の発電電力量（速報値）の発電側への提供を、一般送
配電事業者のサービスとして提供すべきかどうかに
ついて議論を行いました。
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この結果、第49回制度設計専門会合（2020年7月31
日）において、需要電力量（速報値）を小売電気事業
者（需要側）へ提供したのと同様に、一般送配電事業
者のサービスとして、地点毎の発電電力量（速報値）
を発電契約者1へ提供することとし、一般送配電事
業者各者は、2022年度のできるだけ早期のデータ提
供開始に向けてシステム設計の検討、システム改修、
運用体制等の整備を進めることを決定しました。

（6）�託送料金における値下げ余地の縮小のより確実
な防止

一般送配電事業者等において、仮に不適切な工事
発注等による不当な支出増があった場合には、規制
料金（経過措置料金及び託送料金）における超過利潤
を減少させ、ひいては値下げ余地の縮小につながる
可能性があります。

規制料金における値下げ余地の縮小をより確実に
防止するため、以下のような仕組みを導入すること
が、電気の適正な取引の確保を図るために必要があ
ると認められることから、「電気事業法（昭和39年法
律第170号）」第66条の14第1項の規定に基づき、電
力・ガス取引監視等委員会から経済産業大臣に建議
を行いました。

それを踏まえ、2021年4月1日、以下の省令改正
を行いました。

① 電気事業託送供給等収支計算規則（以下「計算規
則」という。）を改正し、不適切な発注・契約に
よる支出増については、託送料金に係る超過利
潤の計算において費用として扱ってはならない
ことを明確にする（経過措置料金に係る超過利
潤の計算も同様）。

② 今後は、監査及び事後評価において、改正され
た計算規則通り運用しているかどうかについて
も確認する。

（7）�新たな託送料金制度（レベニューキャップ制度・
発電側基本料金）の詳細設計

①新たな託送料金制度の詳細設計
第201回通常国会において、「強靱かつ持続可能

な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の
一部を改正する法律」が成立し、新たな託送料金制
度（収入上限を定期的に承認し、その範囲内で託送
料金を設定するレベニューキャップ制度）が2023年
度より導入されることとなりました。

新たな託送料金制度の詳細設計については、託送

料金審査や事後評価を通じて専門的な知見を有する
電力・ガス取引監視等委員会が積極的に関与してい
くことが必要であるとの観点から、2020年7月に開
催された総合資源エネルギー調査会持続可能な電力
システム構築小委員会において、電力・ガス取引監
視等委員会と資源エネルギー庁が連携して行うもの
とされました。それを踏まえ、経過措置が講じられ
ている電気の小売規制料金、託送料金の審査等をす
る場として設置された料金審査専門会合を、料金制
度専門会合に改組し、2020年7月より託送料金制度
の詳細設計の議論を開始しました。また、専門性の
高い詳細な論点を議論するため、2021年1月に料金
制度専門会合の下に料金制度ワーキンググループを
設置し、検討を行っています。今後は2021年内を
めどに取りまとめを行い、制度導入に伴い必要とな
る法令の整備等を進めていきます。

②発電側基本料金等の検討
制度設計専門会合では、2015年秋以降、効率性

向上のための送配電網の維持・運用費用の負担の在
り方について、電力システム改革の進展など電力市
場を取り巻く環境変化を踏まえ、検討を進めてきま
した。2016年7月の第9回制度設計専門会合におい
て、それまでの検討内容を踏まえ、論点整理を行い
ました。具体的には、①発電事業者の負担の在り方、
②小売事業者の負担の在り方、③ネットワーク利用
の効率化の推進、と論点を大きく3つに分け、また、
それらは相互に深く関連することから、今後、一体
として、引き続き関係者の意見も聴きながら検討を
深めていくこととしました。

2016年9月、上記の各論点について検討を深める
ため、制度設計専門会合の下に送配電網の維持・運
用費用の負担の在り方検討ワーキング・グループ（座
長：横山明彦 東京大学大学院新領域創成科学研究
科 教授）が設置され、2017年6月、第6回会合におい
て、今後の検討課題について示した「検討すべき論
点」を公表しました。その後、2018年6月、全12回
にわたる議論の結果を中間とりまとめとして公表す
るとともに、その内容を踏まえた今後の託送料金制
度の見直しについて、経済産業大臣に対して建議を
行いました。

中間とりまとめにおいては、人口減少や省エネル
ギーの進展等による電力需要の伸び悩み、再生可能
エネルギーの導入拡大等による系統連系ニーズの拡
大、送配電設備の高経年化に伴う修繕・取替等の増

1  一般送配電事業者との間で発電量調整供給契約を締結した者を指します。
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大など、電力系統を取り巻く環境変化に対応しつつ、
託送料金を最大限抑制しつつ必要な投資を確保すべ
く、①送配電設備を利用する者の受益や送配電関連
費用に与える影響に応じた公平、適切な費用負担の
実現、②一般送配電事業者だけでなく、送配電設備
の利用者である発電側・需要側両方に対して合理的
なインセンティブが働く制度設計、といった2点を
基本的な視座として、以下の4点を柱とする制度見
直しの方向性を示しています。

ⅰ） 発電側基本料金の導入
・  現行の託送料金原価の範囲を変えないことを

前提に、従来、小売電気事業者側（需要側）に
のみ負担を求めていた託送料金の一部につい
て、その受益に応じて発電側にも負担を求め
ること

ⅱ）  送配電関連設備への投資効率化や送電ロス削
減に向けたインセンティブ設計

・  需要地近郊や既に送配電網が手厚く整備され
ている地域など、送配電網の追加増強コスト
が小さい地域の電源について発電側基本料金
の負担額を軽減すること

ⅲ）  電力需要の動向に応じた適切な固定費の回収方法
・  送配電関連費用のうち固定費に関する部分に

ついては、原則として基本料金で回収する方
向で託送料金を見直すこと

ⅳ）  送電ロスの補填に係る効率性と透明性の向上
・  一般送配電事業者に送電ロスに係る情報の公

表、送電ロスの削減に向けた取組を促すとと
もに、送電ロスの調達・補填主体を小売電気
事業者から一般送配電事業者へ移行すること
を基本として検討を深めること

その後、2019年9月に開催された制度設計専門会
合において、発電側基本料金は、2023年度に導入
することを目指すこととしました。さらにその後、
2020年7月に経済産業大臣から、再エネの効率的な
導入を促進するため、基幹送電線利用ルールの抜本
的な見直しを行う方針が示されたことを踏まえ、今
後、発電側基本料金についても、それと整合的な仕
組みとなるよう、見直しを進める方針としています。

（8）�自由化の下での財務会計面での課題解決に向けた取組
2016年4月の小売全面自由化以降、総括原価方式

による料金規制の撤廃に伴い、電気事業の財務･会
計上の特性にも変化が生じました。このため、電力
分野の自由化を進めるに当たっては、これら制度変

更に伴う課題として、一般の事業においては問題と
ならないような、例えば、制度変更により事後的に
費用が増大する場合の対応費用をどのように回収
するかが課題となり得ます。このため、財務･会計
制度や負担の在り方について、具体的な措置の検
討・審議を行うため、貫徹小委の下に「財務会計ワー
キンググループ」を開催し、小売全面自由化の下で
の原子力事故に係る賠償への備えに関する負担や
廃炉に係る会計制度の在り方に関する議論を行い、
2017年2月に結果を取りまとめました。

取りまとめで示された方向性を踏まえ、財務会計
面での課題解決に向け、2017年10月、2018年4月に
制度改正を実施しました。

①原子力事故に係る賠償への備えに関する負担の在り方
東京電力福島第一原子力発電所の事故後、原子力

事故に係る賠償への備えとして、従前から存在して
いた「原子力損害賠償法（昭和36年法律第147号）」に
加えて新たに「原子力損害賠償･廃炉等支援機構法

（平成23年法律第94号）」が制定され、現在、同法に
基づき、原子力事業者が毎年一定額の一般負担金を
原子力損害賠償･廃炉等支援機構に納付しています。
原子力損害賠償法の趣旨に鑑みれば、本来、こうし
た万一の際の賠償への備えは、東京電力福島第一原
子力発電所事故以前から確保されておくべきでした
が、政府は何ら制度的な措置を講じておらず、事業
者がそうした費用を料金原価に算入することもあり
ませんでした。従来、総括原価方式の下で営まれて
きた電気事業においては、一般の事業と異なり、将
来的な費用増大リスクを見込んだ自由な価格設定を
行うことはできず、料金の算定時点で合理的に見積
もられた費用以外を料金原価に算入することは認め
られていませんでした。これは、規制料金の下では、
全ての需要家から均等に費用を回収することとなる
ため、同じ電気を利用した需要家間では不公平は生
じないということを前提として、その電気を利用し
た時点で現に要した費用（合理的に見積もられた費
用）のみ料金原価への算入を認めるという考え方に
基づいています。

しかし、2016年4月に小売が全面自由化され、新
電力への契約切替えにより一般負担金を負担しない
需要家が増加していることを踏まえ、賠償の備えを
小売料金のみで回収するとした場合、過去に安価な
電気を等しく利用してきたにもかかわらず、原子力
事業者から契約を切り替えた需要家は負担せず、引
き続き原子力事業者から電気の供給を受ける需要家
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のみが全てを負担していくことになります。こうし
た需要家間の格差を解消し、公平性を確保するため
には、全需要家が等しく受益していた賠償の備えに
ついて、全ての需要家が公平に負担することが適当
であり、また、そうした措置を講ずることが、福島
の復興にも資するものとの考えに立ち、負担の在り
方について、貫徹小委で検討を進めました。その結
果、回収する金額の規模は、現行の一般負担金の算
定方法を前提とすることが適当と考えられ、現在の
一般負担金の水準をベースに、1kWあたりの単価
を算定した上で、これを前提に、2010年度までの
我が国の原子力発電所の毎年度の設備容量等を用い
て算出した金額から、回収が始まる前の2019年度
末時点までに納付した又は納付することになると見
込まれる一般負担金の合計額を控除した約2.4兆円
としました。回収方法については、電源構成に占め
る原子力の割合は供給区域ごとに異なる一方で、賠
償の備えの負担は、過去の原子力の電気の利用に応
じて行うべきものであることや、現状、一般負担金
は小売規制料金に含まれ、供給区域ごとに異なる水
準となっていること等を踏まえると、賠償の備えを
国民全体で負担するに当たっては、特定の供給区域
内の全ての需要家に一律に負担を求める託送料金の
仕組みを利用することが適当と考えられました。

こうした検討を踏まえ、東京電力福島第一原子力
発電所事故以前から確保されておくべきであった賠
償の備えを託送料金で回収する仕組みを可能とする
制度改正（電気事業法施行規則の改正）を2017年9月
に実施しました（施行は2020年4月1日）。

なお、留意点として、本来、発電部門の原価とし
て回収されるべき賠償の備えについて、託送料金の
仕組みを通じて広く全需要家に負担を求めるに当

たっては、その額の妥当性を担保する措置を講ずる
とともに、個々の需要家が自らの負担を明確に認識
できるよう、指針等を通じ、小売電気事業者に対し、
需要家の負担の内容を料金明細票等に明記する措置
を講じることとされました。また、原子力に関する
費用について、託送料金の仕組みを通じた回収を認
めることは、結果として、原子力事業者に対し、他
の事業者に比べて相対的な負担の減少をもたらすも
のであり、競争上の公平性を確保する観点から、原
子力事業者に対しては、例えば、原子力発電から得
られる電気の一定量を小売電気事業者が広く調達で
きるようにするなど、一定の制度的措置を講じるこ
ととしています。

②福島第一原子力発電所の廃炉の資金管理・確保の在り方
東京電力福島第一原子力発電所の廃炉に必要な資

金については、東京電力が負担することが原則であ
り、東京電力にグループ全体で総力を挙げて捻出さ
せる必要があるとの考え方の下、「国民負担増とな
らない形で廃炉に係る資金を東京電力に確保させる
制度」について、2016年10月に東電委員会から国に
対して検討要請がなされました。

この要請を踏まえ、東京電力福島第一原子力発電
所の廃炉の円滑かつ着実な実施を担保するため、長
期間にわたり必要となる巨額の資金の管理を担保す
る制度として、事故炉の廃炉を行う原子力事業者（事
故事業者）に対し、廃炉に必要な資金を機構に積み
立てることを義務付ける等の措置を講じることを内
容とする廃炉等積立金制度を2017年10月より開始
し、2018年4月及び2019年4月に政府は、原子力損
害賠償・廃炉等支援機構から申請のあった廃炉等積
立金を認可しました。

【第361-5-2】全ての需要家から公平に回収する賠償の備えのイメージ
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第361-5-2 （296ページ下部）

出典:＊＊

 こちらの画像データで解像度は問題ございませんでしょうか？

出典：経済産業省作成
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また、発電・送配電・小売に分社化されている東
京電力において、グループ全体で総力を挙げて捻出
する資金が自由化の下でも確実に廃炉に充てられる
ための制度として、東京電力パワーグリッド（送配電
部門、以下、「東電PG」という。）が親会社（東京電力
ホールディングス）に対して支払う東京電力福島第
一原子力発電所の廃炉費用相当分について、超過利
潤と扱われないように費用側に整理して取り扱われ
るようにするとともに、乖離率の計算に際して実績
単価の費用の内数として扱われるようにする制度的
措置を2018年3月に実施しました。なお、この措置
を講ずるに当たっては、東電PGの託送料金の値下げ
機会が不当に損なわれないよう、東電PG自体の超過
利潤・乖離率の代わりに、他の一般送配電事業者の
効率化達成状況によって値下げ命令の要否を判断す
るとともに、東電グループ全体の中で東電PGの負担
が過大なものとならないよう、例えば収益性や資産
状況を参考に、グループ各社との負担の程度を比較
し、著しく不適当な分担となっていないかどうかを
確認する措置についても併せて講じています。

③廃炉に関する会計制度の扱い
（ア）廃炉会計制度について

従前の電気事業会計制度の下では、廃炉に伴う資
産の残存簿価の減損等により、一時に巨額の費用が
生じることで、（i）事業者が合理的な意思決定がで
きず廃炉判断を躊躇する、（ii）事業者の廃炉の円滑
な実施に支障を来す、との懸念がありました。こ
のため、2013年と2015年に、設備の残存簿価等を
廃炉後も分割して償却（＝負担の総額は変わらない
が、負担の水準を平準化）する会計制度が措置され
ました。こうした制度整備を受けて、2015年に5基、
2016年に1基の原子炉について、廃炉決定が行われ
ています。

廃炉会計制度は、計上した資産の償却費が廃炉後
も着実に回収される料金上の仕組みが併せて措置さ
れることを前提としており、現在は小売規制料金に
より費用回収することが認められています。した
がって、現在経過的に措置されている小売規制料金
が将来的に撤廃されることを見据えた場合、今後も
制度を継続するには、着実な費用回収を担保する措
置を講ずることが不可欠です。この点、2015年3月
の廃炉に係る会計制度検証ワーキンググループ報告
書（「原発依存度低減に向けて廃炉を円滑に進めるた
めの会計関連制度について」）においては、競争が進
展した環境下においても制度を継続させるために

は、「着実な費用回収を担保する仕組み」として、総
括原価方式の料金規制が残る送配電部門の託送料金
の仕組みを利用することとされていました。

制度創設の経緯･趣旨を踏まえれば、廃炉会計制
度は、原発依存度低減というエネルギー政策の基本
方針に沿って措置されたものとして、本制度を継続
することが適当であるとされました。本制度を継続
するために必要となる着実な費用回収の仕組みにつ
いては、小売規制料金が将来的に撤廃されることか
ら、自由化の下でも規制料金として残る託送料金の
仕組みを利用することが妥当と考えられます。

こうした検討を踏まえ、廃炉を行う際の設備の残
存簿価等について、引き続き小売料金での償却等を
認め、2020年4月以降に託送料金での回収を可能と
する制度改正（電気事業会計規則等の改正）を2017
年10月に実施しました。なお、発電、送配電、小
売の各事業が峻別された自由化の環境下で、発電に
係る費用の回収に託送料金の仕組みを利用すること
は、原発依存度低減や廃炉の円滑な実施等のエネル
ギー政策の目的を達成するために講ずる例外的な措
置と位置付けられるべきと考えられます。

（イ）原子力発電施設解体引当金について
原子炉の運転期間中に廃炉に必要な費用を着実に

積み立てるため、原子力事業者は、毎年度、原子力
発電所一基ごとの廃止措置に要する総見積額を算定
し、経済産業大臣の承認を得た上で、各原子炉の発
電実績に応じて原子力発電施設解体引当金として積
み立てることが義務付けられています。解体引当金
は、東京電力福島第一原子力発電所事故以降、原子
力発電所の長期にわたる稼働停止が続き、従来の生
産高比例法では引当が進まないといった課題が生
じたことから、2013年、引当方法を定額法に、引
当期間を運転期間40年に廃炉後の安全貯蔵期間10
年を加えた原則50年に変更する制度改正が行われ、
今後、競争が進展した環境下でも本制度を継続し、
廃炉後の安全貯蔵期間中も引当を継続させるために
は、廃炉会計制度と同様、費用回収が着実に行われ
る仕組みが必要となっています。

その引当期間については、事業者が負担するとい
う原則に立てば、着実な費用回収が前提となる安全
貯蔵期間に入る前、すなわち、廃炉前に引当を完了
していることが廃炉を円滑に実施する観点からより
適切な制度の在り方であり、原則50年としている
引当期間を原則40年に短縮することとしました。

引当期間の見直しを行った場合、2013年の制度
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改正以降に廃炉決定し、解体引当金の残額を10年
間に分割した引当を現在行っているものや、今後早
期廃炉するものについては、解体引当金の未引当分
を一括して引き当てる必要が生じます。しかし、制
度の事後的な変更によって、事業者の財務に影響を
与えることは適当でないことに加え、こうした費用
の発生が早期廃炉を志向する事業者の判断を歪める
ようなことがあれば、廃炉会計制度の趣旨にも反す
るので、2013年の制度改正以降に廃炉決定したも
のや今後早期廃炉するものに限り、廃炉に伴い一括
して計上することが必要となる費用を廃炉会計制度
の対象とすることで、一括して発生する費用を分割
して計上する仕組みとすることとしました。

解体引当金の基礎となる原発の解体に必要な費用
は、1985年及び1999年の総合資源エネルギー調査
会原子力部会において示された算定式に基づき、毎
年度、物価変動や廃棄物量の変動を加味し、炉ごと
に総額（：総見積額）を算定しています。この算定式
は、原子力部会において技術的な検討を行った結果
として導き出されたものであり、その前提に大きな
変更はないことから、現時点で合理的に見積もるこ
とできる費用が不足なく含まれているものと評価で
きます。一方で、この算定式は、モデルとなるプラ
ントの廃炉工程を前提としたものであるため、今後、
個々のプラントにおいて廃止措置を実施していく過
程等で、例えば、多数の炉が設置されている原子力
発電所では、設備の共有等による効率化などにより、
総見積額の見直しが必要となり得ます。こうしたこ
とを踏まえ、自由化の下でも廃炉に必要な費用があ
らかじめ確実に確保されるよう、個別の炉･発電所
ごとに固有の事情（規制変更などにより算定式の前
提を大幅に変更する必要がある場合を除く）が生じ
た場合に、当該事象を速やかに総見積額に反映させ
ることが可能な仕組みを導入することが必要と考え
られます。ただし、総見積額の妥当性を確保するた
め、これまでと同様に、総見積額を経済産業大臣が
承認する仕組みとすることとしました。

これらの検討を踏まえ、引当期間を原則40年す
ることに加えて、2013年の制度改正以降に廃炉決
定したものや今後早期廃炉するものに限り、廃炉に
伴い一括して計上することが必要となる費用を廃炉
会計制度の対象とする等の制度改正（解体引当金省
令の改正）を2018年4月に実施しました。

第 2 節
ガスシステム改革及び
熱供給システム改革の促進

1．�ガスシステム改革の概要
2015年6月に成立した電気事業法等の一部を改正

する等の法律に基づき、2017年4月1日にガス小売全
面自由化等のガスシステム改革が実施されました。
ガスシステム改革の実施に当たっては、総合資源エ
ネルギー調査会基本政策分科会ガスシステム改革小
委員会（2013年11月から2016年6月にかけて33回開
催）、総合資源エネルギー調査会電力・ガス事業分
科会電力・ガス基本政策小委員会（2016年10月から
2017年2月にかけて2回開催）、産業構造審議会保安
分科会ガス安全小委員会（2014年6月から2017年3月
にかけて16回開催）、同小委員会ガスシステム改革
保安対策ワーキンググループ（2015年7月から2016年
5月にかけて6回開催）及び電力・ガス取引監視等委
員会等において、随時議論がなされてきました。

ガスシステム改革は、1.天然ガスの安定供給の確
保、2.ガス料金の最大限の抑制、3.利用メニューの
多様化と事業機会の拡大、4.天然ガスの利用方法の
拡大の主に4つを目的としており、2017年4月以降も、
資源エネルギー庁と電力・ガス取引監視等委員会の
それぞれにおいてさらなる市場活性化のための検討
を進めています。

なお、2022年4月1日には大手ガス事業者の導管部
門の法的分離等が予定されています。

2．�ガスの小売全面自由化の進捗状況
（1）ガス小売事業者の登録

新規ガス小売事業者については、2016年8月の事
前登録申請の受付開始から2021年3月末時点まで
に、88者が登録されました。ガス小売事業者の登
録に当たっては、資源エネルギー庁及び電力・ガス
取引監視等委員会が、「ガスの使用者の利益の保護
のために適切でないと認められる者」に該当しない
か等、法令に則りそれぞれ審査を行っています。な
お、電気事業法等の一部を改正する等の法律の経過
措置により、旧一般ガス事業者から203者、旧簡易
ガス事業者から1174者が、ガス小売事業者となり
ました。
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（2）�スイッチング（契約先の切替え）件数及び新規参入者
の販売シェア

ガスの小売全面自由化後から、一般家庭等での
累計スイッチング申込件数は堅調に増加しており、
2020年12月末時点で、全国で約366万件となってい
ます。地域別でみると、近畿が最多となっています。
スイッチング率は全国で14.3%です。なお、東北、
中国・四国では2020年12月末時点でスイッチング
の動きは見られていません（第362-2-2）。

また、家庭用の自社内スイッチング件数（累計）

は、2020年12月末時点で、約148万件（全国）、スイッ
チング率は10.7%（全国）となっており（第362-2-3）、
他社へのスイッチングと同様に増加しています。

新規参入者の全需要種に占めるガス販売量につい
ては、2020年12月末時点で全体の17.7%となってい
ます。家庭用のガス販売量に占める新規参入者の
シェアは全国で12.2%、最もスイッチングが進んで
いる近畿地方では、17.4%となっています（第362-2-
4）。

【第362-2-1】新規ガス小売事業者の登録状況
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第362-2-1 （299ページ上部）

出典:＊＊

 こちらの画像データで解像度は問題ございませんでしょうか？

出典：経済産業省作成
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【第362-2-2】全国のスイッチング率の推移・申込件数
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第362-2-2 （299ページ下部）

出典:＊＊

 こちらの画像データで解像度は問題ございませんでしょうか？

出典：経済産業省作成
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（3）メニューの多様化
ガス小売全面自由化を契機に、全国各地のガス

小売事業者が新たな料金・サービスメニューの提
供に取り組んでおり、料金・サービスの多様化が
進んでいます。各事業者が提案する新メニューで
は、ガス料金の割引を行うもの、電力や通信といっ
た他のサービスとのセット割引を行うもの、料金

支払等に対しポイントを付与するもの、顧客の見
守りサービスや、トラブル時の駆けつけなどの暮
らしサービスを提供するもの、ガスの使用量や料
金の見える化サービスを提供するもの、電力の買
取サービスを提供するものといった類型が見られ
ます。
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【第362-2-3】指定旧供給区域内における累計契約変更件数

【第362-2-4】新規小売のガス販売量（需要種・エリア別）

第 362-2-3】指定旧供給区域内における累計契約変更件数 

種別 離脱 受入 離脱 受入

変更前 規制料金 自由料金 規制料金 自由料金 規制料金 自由料金 規制料金 自由料金

変更後 自由料金 規制料金 自由料金 規制料金 自由料金 規制料金 自由料金 規制料金

家庭用 1,469,460 8,037 2,539,620 127,054 4,144,171 10.6% 0.1% 18.3% 0.9% 29.9%

商業用 95,500 4,486 77,630 2,163 179,779 16.8% 0.8% 13.7% 0.4% 31.7%

工業用 3,670 280 2,134 57 6,141 14.8% 1.1% 8.6% 0.2% 24.8%

その他用 18,430 415 8,504 139 27,488 16.4% 0.4% 7.6% 0.1% 24.5%

全国計 1,587,060 13,218 2,627,888 129,413 4,357,579 10.9% 0.1% 18.0% 0.9% 29.9%

累積の契約変更件数（件） 累積スイッチング率

自社内変更

合計

自社内変更

合計

【第 362-2-4】新規小売のガス販売量(需要種・エリア別)

家庭用 商業用 工業用 その他用 地域計 家庭用 商業用 工業用 その他用 地域計

北海道 26 0 4,900 0 4,926 0.1% 0.0% 31.5% 0.0% 5.7%

東北 71 166 29,723 70 30,029 0.4% 2.1% 56.2% 0.6% 32.9%

関東 56,659 10,179 184,529 10,092 261,458 11.6% 6.2% 17.5% 8.8% 14.3%

中部・北陸 12,328 1,797 27,824 2,300 44,248 14.7% 7.7% 10.9% 8.8% 11.4%

近畿 37,515 7,848 120,254 10,095 175,713 17.4% 13.6% 25.5% 21.1% 22.2%

中国・四国 0 0 8,089 0 8,089 0.0% 0.0% 9.3% 0.0% 6.3%

九州・沖縄 2,696 517 6,174 1,517 10,903 7.9% 4.3% 12.4% 12.7% 10.1%

その他 0 121 85,226 0 85,347 - 100.0% 100.0% - 100.0%

全国計 109,294 20,627 466,718 24,072 620,712 12.2% 7.0% 22.5% 10.1% 17.7%

地域
新規小売の販売量（千m3：標準熱量４５ＭＪ換算） 総販売量における新規小売の販売量の割合

出典：ガス取引報（令和2年12月分）表14

出典：ガス取引報（令和2年12月分）表3

【第362-2-5】ガス事業者のサービス向上に向けた新たな取組の類型表
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第362-2-5 （300ページ下部）

出典:＊＊

 こちらの画像データで解像度は問題ございませんでしょうか？

出典：各社プレスリリース・HP等より経済産業省作成
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（4）経過措置料金規制の対象地域の指定解除
ガス小売全面自由化に伴い、ガスの小売供給に

関する料金規制は原則撤廃されましたが、LPガス、
オール電化等を含め競争が不十分であると認められ
た供給区域及び供給地点については、需要家利益の
保護の観点から経済産業大臣が指定を行い、経過措
置として料金規制を継続しています。ただし、指定
を受けた供給区域及び供給地点（以下、「指定旧供給
区域等」という。）の競争状況は、経済産業大臣が3か
月に一度の事業者報告により継続して把握し、競争
が十分であると認められた供給区域については指定
を解除することとしています。

ガス小売全面自由化に先駆けて、2016年11月に
は、ガスシステム改革小委員会等の議論を受けて策
定された指定基準に基づき、旧一般ガス事業者の供
給区域等のうち12区域等、旧簡易ガス事業者の供
給地点のうち1,730供給地点を「指定旧供給区域等」
として指定しました。

その後、解除基準を満たした場合には解除を行い、
2021年3月末現在において、旧一般ガス事業者の供
給区域等のうち9区域等、旧簡易ガス事業者の供給
地点のうち1,020供給地点が指定されています。

また、料金規制を継続している供給区域の中でも、
特に需要家数の大きい東京ガス、大阪ガス、東邦ガ
スの供給区域について、2020年8月を期日として事
業者から報告された内容を審査したところ、解除基
準を数字上は充足する状況が確認されました。

料金規制解除するに当たっては、解除基準を満た
しているかどうかに加え、適正な競争関係が確保さ
れていると認められない事由がないかどうかもしっ

かりと確認しながら総合的に判断することとしてお
り、上記3者の解除基準充足状況等について、総合
資源エネルギー調査会電力・ガス事業分科会電力・
ガス基本政策小委員会で検討を開始し、規制を解除
して差し支えないかどうか、電力・ガス取引監視等
委員会に意見を聴取し、また、パブリックコメント
も実施しながら議論を継続しています。

3．�ガス事業制度検討ワーキンググルー
プにおける議論

資源エネルギー庁は2018年9月に、総合資源エネ
ルギー調査会電力・ガス基本政策小委員会の下に「ガ
ス事業制度検討ワーキンググループ（以下、「ガス
WG」という。）」を設置しました。ガスWGは、2017
年4月のガス小売全面自由化の成果が一定程度見ら
れる中、エネルギー基本計画や規制改革実施計画、
一部継続検討課題とされていたテーマを踏まえつ
つ、ガスシステム改革のさらなる推進に向けてガス
事業制度の在り方について専門的な見地から詳細な
検討を進めることを目的としています。

2020年度中にはガスWGを5回開催し、熱量バン
ド制、改正ガス事業法等の施行状況の検証、ガス卸
供給（スタートアップ卸）の取組状況のフォローアッ
プ、一括受ガスの是正方針等について議論が交わさ
れました。

（1）熱量バンド制
一定の熱量範囲（バンド）に収まれば、熱量が多少

変動しても導管への注入を認める仕組みである「熱
量バンド制」の導入の適否について、現行の標準熱
量制と比較しつつ標準熱量の引下げや小さいバンド
幅の選択肢から優先的に取り上げ、検討を継続しま
した。

対策コスト・移行期間、都市ガスの2050年カー
ボンニュートラルを見据えた低炭素化効果、脱炭素
化技術の進展状況・価格といった観点から、熱量バ
ンド制及び標準熱量制のうちいずれの選択肢が最適
か検討を行いました。

対策コストの試算結果によれば、熱量バンド制は
標準熱量制に比べて対策コストが膨大となるため、
現時点では熱量バンド制に比べて標準熱量の引下げ
がより適切な熱量制度とされました。

また、対策コストを抑制しつつ2050年カーボン
ニュートラルを確実に達成する観点から、移行期間
は15 ～ 20年とすることとされました。
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【第362-2-7】指定旧供給区域等一覧（旧一般ガス�
事業者の供給区域等）

出典：経済産業省作成

【第 362-2-7】指定旧供給区域等一覧(旧一般ガス事業者の供給区域等) 

 

指定旧供給区域等

1 東京ガス

2 大阪ガス

3 東邦ガス

4 京葉ガス

5 京和ガス

6 日本ガス

7 熱海ガス

8 河内長野ガス

9 南海ガス
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標準熱量制を採用する場合、引下げ後の標準熱量
ごとに低炭素化効果を比較検討する必要があり、メ
タネーション（水素と二酸化炭素からメタンを合成
する技術）による合成メタン等のカーボンニュートラ
ルガスを増熱せずにガス導管に注入する場合、引下
げる熱量幅が大きいほどカーボンニュートラルガス
の注入量の増加により低炭素化効果を大きくするこ
とが可能となり、小さい熱量の引下げ幅でカーボン
ニュートラルを達成するためには、合成メタンの技
術開発に加え、LNG由来の都市ガスを燃焼させた際
に生じる炭素の除去技術（ネガティブエミッション）
の進展も前提とすることが必要となります。

標準熱量を40MJ/㎥とすれば、合成メタンを増
熱せずに都市ガス導管に注入することでカーボ
ンニュートラルガスを活用した2050年カーボン
ニュートラルを実現できる蓋然性を高めることがで
き、42MJ/㎥または43MJ/㎥に引き下げる場合と比
べてコストが著しく大きくなることもないことか
ら、現時点では40MJ/㎥へ標準熱量を引き下げるこ
とが合理的とされました。

ただし、標準熱量を40MJ/㎥とする場合、家庭用
燃焼機器について安全上は問題なく使用することが
できるものの、製品品質（需要家の使用感）が変化し
うると想定されることから、可能な限りコストを抑
えつつ、製品品質を良好に維持するための対応を検
討することが必要であるとされました。

標準熱量制（40MJ/㎥）へ移行することとしつつ、
同時に、将来的に安定的かつ安価にカーボンニュー
トラルなガスの供給を可能とする技術の導入・拡大
を可能とすべく、2050年カーボンニュートラルを
実現するためのガス体エネルギーのポートフォリオ
の検討は継続的に行っていく必要がありますが、移
行期間を15 ～ 20年とすることを踏まえ、現時点で
は2045 ～ 2050年に標準熱量の引下げを実施するこ
ととし、事前の検証を行った上で2030年に移行す
る最適な熱量制度を確定させることとし、カーボン
ニュートラルを実現する最適な熱量制度への移行を
着実に進める観点から、ガスの低炭素化効果カーボ
ンニュートラル化率）等の指標をもとにガスのカー
ボンニュートラルの達成状況を定期的に把握・検証
するなどして、移行までの進捗状況を確認していく
こととしました。

なお、合成メタンの供給可能量は水素、合成メタ
ンといった脱炭素燃料の利用状況、CCUS等といっ
た脱炭素化技術の進展状況に大きく左右されること
から、移行する最適な熱量制度についてはエネル

ギー政策全体における都市ガス事業の位置づけや今
後の技術開発動向、家庭用燃焼機器の対応状況等を
踏まえ、必要に応じて2025年頃に検証を行うこと
としました。

（2）改正ガス事業法等の施行状況の検証
2015年に成立した電気事業法等の一部を改正す

る等の法律（以下、「改正法」という。）において、改
正法第五条（小売市場の全面自由化）及び第六条（導
管部門の法的分離）の規定による改正後のガス事業
法の施行状況並びにエネルギー基本計画に基づく施
策の実施状況及びガスの需給の状況、小売料金の水
準等のガス事業を取り巻く状況に関する検証規定が
設けられているため、それぞれの項目について検証
を行いました。

改正後のガス事業法の施行状況については、自由
化後の競争の進展状況や、利用メニューの多様化に
向けた事業者の取組状況を確認しました。

エネルギー基本計画に基づく施策の実施状況につ
いては、大手ガス事業者の導管部門の法的分離に向
けた準備状況の確認、天然ガスの利用形態の多角化
の状況、船舶分野におけるLNGの主燃料化、天然
ガスパイプラインの整備等、ガス取引の活性化に向
けた施策、需要側の強靱化に資する分散型エネル
ギーシステムの構築、既存インフラを有効利用した
脱炭素化のための技術開発、将来的なガスの脱炭素
化に向けた水素関連等の技術開発について検証を行
いました。

ガスの需給の状況については、国内都市ガス市場
全体の需給状況について、自然災害の頻発・激甚化
する昨今においても、大規模な供給支障や、需要に
比して供給が極端にひっ迫する事態は特段生じてい
ないことを確認しました。

具体的には、LNGの調達先は多角化されており、
加えてLNGネットワークの多様化、トレーディン
グビジネスへの参画等により、調達安定性向上に取
り組む事業者も存在します。

また、供給を担う導管ネットワークの強靱化に加
え、需要先では分散型エネルギーシステムを導入す
るなど、都市ガス供給のサプライチェーンの各段階
でレジリエンス強化に資する対策が行われているこ
とを確認しました。

引き続き、ガスの安定供給・我が国のレジリエン
スを確保する観点から、フォローアップを継続して
いきます。

小売料金の水準については、LNG輸入価格は
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2016年度以降上昇傾向にあるものの、ガス小売料
金の水準は概ね横ばいであることを確認しました。

ガス小売全面自由化後、新規参入者の市場参入は
着実に進んでおり、経過措置料金単価と新規参入者
の小売料金単価を比較すると、総じて新規参入者の
小売料金単価が安くなっています。

さらに、事業者の創意工夫により料金・サービス
の多様化も進んでおり、例えば電気や通信サービス
とのセット販売が行われるなど、需要家の選択肢が
増えていることが伺えます。

引き続き、天然ガスの安定供給の確保、ガス料金
の最大限の抑制、利用メニューの多様化や事業機会
の拡大といったガスシステム改革の目的の実現に向
けて、適正な競争環境の確保に留意しつつ、フォ
ローアップを継続していきます。その他ガス事業を
取り巻く状況の検証として、法的分離に向けた各種
ルール（法的分離基準を定める政令、行為規制省令
及び適正なガス取引についての指針）の整備状況及
び法的分離に向けた一般ガス導管事業者各社におけ
る対応状況（システム対応等）について確認を行い、
2022年4月の法的分離を円滑に実施するため、特に
システム構築（論理分割等）が予定通り進んでいる
か、法的分離後もグループ一体でガスの安定供給を
確保できる体制を確実に構築できているか、注視し
ていくこととしました。

また、改正法において、導管部門の法的分離に当
たってはLNGの調達並びにガス工作物の工事、維
持及び運用に関する保安の確保に支障が生じないよ
う必要な施策を推進するものとされているところ、
法的分離に際してこれらの点にかかる支障が生じな
いか、あわせて検証しました。LNGの調達に関し
ては、電力会社において送配電分離に伴う格付への
影響がなかったことを踏まえて、分社化に起因する
各社の格付への影響やそれに伴う新規の調達金利上
昇、国際的な市場でのLNG調達競争力の低下等に
ついて、現時点で具体的な懸念は示されなかった一
方、保安の確保については法的分離に際して課され
る行為規制により的確な災害対応がとれなくなる懸
念が表明されたため、各社が躊躇なく、迅速かつ的
確に復旧活動に対応できるよう、必要な事項を「適
正なガス取引に関する指針」上で明確化することと
しました。

（3）ガス卸供給（スタートアップ卸）の追加的な促進策
2020年度からスタートアップ卸の取組対象事業

者である東京ガス、大阪ガス、東邦ガス、北海道ガ

ス、仙台市ガス局、静岡ガス、広島ガス、西部ガス、
日本ガスの9社において取組の運用を開始し、2021
年1月31日時点で、全国で7件の活用事例が見られ
ました。

引き続き、本取組の利用状況、対象区域の競争
状況、市場規模等のフォローアップを継続してい
きます。

（4）一括受ガスの是正方針
一括受ガス状態にある案件の是正を2019年度中

に完了するようガス事業者に要請を行っていたとこ
ろですが、2020年3月末時点でも是正未了の案件が
存したため、未了となっている案件の分析・検討を
行いました。

一括受ガス状態は、一般ガス導管事業者の託送供
給約款に規定される一需要場所・一契約の規定が遵
守されていない状態のことを指しますが、1988年
頃に多くのガス事業者が供給規程の改正（改正後の
供給規定の内容は現在の託送供給約款に引き継がれ
ています。）を行っており、改正前の供給規程上では、
集合住宅等において必ずしも現行の一需要場所・一
契約の規定を遵守することは求められておりません
でした。

そこで、旧供給規程下で合法的に一括受ガス状態
として既に存在したあるいは工事中であった案件
については、建築基準法における既存不適格建築物
の考え方も参考に、原則として、増改築等を実施す
る機会に一括受ガス状態を是正させることとされ
ました。

この考え方の下で2019年度中に一括受ガスの是
正又は是正見込みの確保が完了していない案件は
43件ですが、引き続き、ガス小売事業者及び一般
ガス導管事業者に対して一括受ガス状態の早急な是
正又は是正見込みの確保を求めるとともに、是正状
況の進捗確認を継続していきます。

4．ガス小売市場・卸売市場に関する取組�
（1）小売取引の監視等
①�経過措置料金規制が存置されているガスの小売料金
の事後評価及び特別な事後監視
ガスの小売料金については平成29年4月に自由化

されたものの、競争が不十分であると認められた供
給区域等については、需要家利益の保護の観点から
経済産業大臣が指定を行い、ガスの小売規制料金の
経過措置を存続しています。これらの経過措置が講
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じられているガスの小売規制料金については、原価
算定期間終了後に毎年度事後評価を行い、利益率が
必要以上に高いものとなっていないかなどを経済産
業省において確認し、その結果を公表することと
なっています。また、ガスの小売規制料金の経過措
置が課されない、又はガスの小売規制料金の経過措
置が解除されたみなしガス小売事業者のうち、旧供
給区域等における都市ガス又は簡易ガスの利用率が
50％を超える事業者を対象として、当該旧供給区
域等の料金水準について報告徴収を行い、ガス小売
料金の合理的でない値上げが行われないか確認をす
る特別な事後監視を行っています。

（ア）�経過措置料金規制が存置されているガスの小売
料金の原価算定期間終了後の事後評価

「電気事業法等の一部を改正する等の法律（2015
年法律第42号）」附則に基づく経過措置が講じられ
ているガスの小売規制料金については、原価算定期

間終了後に毎年度事後評価を行い、利益率が必要以
上に高いものとなっていないかなどを経済産業省に
おいて確認し、その結果を公表することとなってい
ます。

2020年11月、料金制度専門会合において、原価
算定期間が終了している旧一般ガスみなしガス小売
事業者8社（東京ガス、東邦ガス、京葉ガス、京和ガ
ス、日本ガス、熱海ガス、河内長野ガス及び南海ガス）
について電気事業法等の一部を改正する等の法律附
則に基づく経済産業大臣の処分に係る審査基準等

（20170329資第5号。以下、「審査基準」という。）第2
（8）④に基づく評価及び確認を行い、以下のとおり
取りまとめました。

これを踏まえ、審査基準第2（8）④に照らし、経
過措置が講じられているガスの小売規制料金の値下
げ認可申請の必要があると認められる事業者はいま
せんでした。

（評価の結果）
 審査基準のステップ１［ガス事業利益率による基準］では、個社の直近３カ年度平均の利益
率が9社１０カ年度平均の利益率を上回る会社は、京和ガス及び熱海ガスの２社であった。

 ステップ１に該当した２社について、審査基準のステップ２［超過利潤累積額による基準］⼜は
［⾃由化部⾨の収⽀による基準］では、２０１９年度末超過利潤累積額は⼀定⽔準額を下
回っており、直近２年連続で⾃由化部⾨の収⽀が⾚字となっていなかった。

 上記より、原価算定期間を終了している旧⼀般ガスみなしガス⼩売事業者８社（⼤阪ガス以
外）について、審査基準に基づく評価を実施した結果、変更認可申請命令発動の要否の検討
対象となる事業者はいなかった。

（結論）
 以上を踏まえ、今回事後評価の対象となった事業者について、現⾏の料⾦に関する値下げ認可
申請の必要があるとは認められなかった。
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【第362-4-1】料金制度専門会合の取りまとめ（審査基準の適用結果）

出典：各事業者の部門別収支計算書、各事業者へのヒアリングにより当委員会事務局作成

1

※２：各年度の規制部⾨のガス事業利益率（％）の単純平均
※３：2018年度までの超過利潤累積額のうち旧選択約款部分を除いた⾦額
※４：⼀定⽔準額として指定旧供給区域等需要部⾨に係る本⽀管投資額（過去5年平均）を採⽤
※５：⾃由化部⾨の収⽀：⾃由化部⾨のガス事業損益 （出典：各事業者の部⾨別収⽀計算書、各事業者へのヒアリングにより当委員会事務局作成）

 原価算定期間終了後、評価開始⽇までに料⾦改定を⾏っていない旧⼀般ガスみなしガス⼩売事
業者８社（⼤阪ガス（※1）以外）について、審査基準に基づく評価を実施した結果、料⾦変
更認可申請命令発動の要否の検討対象となる事業者はいなかった。

審査基準（ステップ１・２）の評価結果
本省所管 地⽅局所管（地⽅局で評価）

9社
３⽉決算 １２⽉決算 ３⽉決算

東京
（東京地
区等）

東邦 京葉 京和 熱海 ⽇本
（関東・南
平台地区）

河内
⻑野

南海

ステップ１
共通

A 規制部⾨のガス事業利益率による基準

３ヵ年度平均 ① ※2 1.9% △4.3% 0.0% 5.6% 4.2% △15.1% 2.3% △2.8% -

９社１０ヵ年度平均 ② 3.6%

９社１０ヵ年度の平均を上回っているか。（①>②か） No No No Yes Yes No No No -

ステップ２ B 規制部⾨の超過利潤累積額による基準

２０１８度末超過利潤累積額③ ※３ - - - 91 △48 - - - -

２０１９年度超過利潤④ - - - 4 △45 - - - -

２０１９度末超過利潤累積額⑤＝③＋④ - - - 95 △94 - - - -

⼀定⽔準額（事業報酬額または本⽀管投資額）⑥ - - - 253 278 - - - -

⼀定⽔準額を上回っているか。（⑤＞⑥か） - - - No No - - - -

C ⾃由化部⾨の収⽀（※５）による基準

２０１８年度⑦ - - - +102 +154 - - - -

２０１９年度⑧ - - - +189 +157 - - - -

２年連続で⾚字となっているか。（⑦＜０かつ⑧＜０か） - - - No No - - - -

評価
結果

変更認可申請命令の対象となるか。
（A及びBがYes、⼜はA及びCがYesとなるか。） No No No No No No No No -

（単位：百万円）

※４ ※４

※１：⼤阪ガスは、原価算定期間（2018年10⽉〜2021年９⽉）が終了していないため事後評価の対象外。
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（イ）ガス小売料金の特別な事後監視
第29回総合エネルギー調査会基本政策分科会ガ

スシステム改革小委員会（平成28年2月）において、
ガスの小売規制料金の経過措置が課されない、又は
ガスの小売規制料金の経過措置が解除されたガス小
売事業者のうち、旧供給区域等における都市ガス及
び簡易ガス利用率が50％を超える事業者について
は、特別な事後監視として、ガス小売料金の合理的
でない値上げが行われないよう、当該供給区域等の
料金水準（標準家庭における1か月のガス使用料を前
提としたガス料金）を、3年間監視することとされま
した。これを受け、委員会においてはこれらの事業
者の家庭向けの標準的な小売料金について、定期的
に報告を受け、料金改定の状況等を確認しています。

この結果、2020年4月～ 2021年3月においては、2
者に対し、次の内容の文書指導を行いました。

○文書指導の概要

（i）ガス小売事業者A社へ行った指導（2020年6月）
A社の料金改定は、原料費調整制度を導入して

以降の原料価格の高騰分を経営合理化により吸
収してきたものの、当該供給地点群の収支が近
年赤字となっていたことに伴い料金改定を行っ
たものでした。しかし、赤字の解消額を大幅に
超えて相当の利益が発生する改定となっていた
ことが確認されたため、単年度収支で赤字が発
生しない程度に収支が改善する水準とした料金
とするように、指導しました。

（ii）ガス小売事業者B社へ行った指導（2021年2月）
B社の料金改定は、値上げの理由に合理性が認

められず「合理的でない値上げ」に該当すると判
断しましたが、同社が料金を値上げ前の水準に
戻したこと等を踏まえ、今後、同様の値上げを
行わないように、指導しました。また、当該値
上げに係る需要家への説明内容に明確でない点
があったため、適切に説明を行うように、併せ
て指導しました。

（ウ）�ガス小売経過措置料金規制に係る指定旧供給区
域等の指定の解除について

2020年12月21日、電力・ガス取引監視等委員会
において、旧一般ガスみなしガス小売事業者である
東京瓦斯株式会社、大阪瓦斯株式会社及び東邦瓦斯
株式会社に係る指定旧供給区域等の指定の解除に関
し、必要と考えられる事項として、以下の2点につ

いて、審議しました。
①  卸取引所が開設されていないといったガスの

卸取引市場の現状や、東京瓦斯株式会社、大
阪瓦斯株式会社及び東邦瓦斯株式会社の指定
旧供給区域における他のガス小売事業者の実
情を踏まえると、これらの区域における他の
ガス小売事業者に十分な供給余力が確保され
ていると判断するためには、将来にわたり、
他のガス小売事業者が外部から調達する供給
力を含めて十分な供給力を確保できる環境が
整備されていること

②� 東京瓦斯株式会社、大阪瓦斯株式会社及び東
邦瓦斯株式会社の指定旧供給区域については、
他燃料との競合のみでは指定解除要件を満た
しておらず、当該区域の都市ガス利用率が
50%を超えている状況を踏まえると、将来に
わたって適正な競争関係が確保されるために
は、ガス小売事業への新規参入が円滑化され
る環境が整備されていること

こうした審議の結果を踏まえ、上記指定の解除を
行うためには、解除対象の上記3社より次の意思表
明がなされている必要があると決定しました。

①  他の事業者から、ガス製造に係る業務（熱量調
整や付臭など一部工程に係る業務を含む。以
下同じ。）の委託の依頼があった場合には、設
備余力がないなどの理由がない限りは、それ
を受託する。特に、既にガス製造に係る業務
の委託契約を締結している事業者がその業務
の継続を希望する場合には、止むを得ない理
由がない限りは、それを継続する。

②  他の事業者から、ガスの卸供給の依頼があっ
た場合には、供給余力がないなどの理由がな
い限りはこれを行う。

③  「スタートアップ卸」について、旧一般ガスみ
なしガス小売事業者の小売事業との競争性を
確保できる価格水準で都市ガスを調達できる
環境を整備し、新規参入を支援するために開
始された趣旨を踏まえ、利用実績が上がるよ
う、積極的に取り組む。この際、卸価格の設
定に当たっては、「旧一般ガスみなしガス小売
事業者の標準メニューの最も低廉な小売料金
から一定の経費を控除し算定した上限卸価格
の下で、卸元事業者と利用事業者が個別に卸
価格を交渉する」ものとされていることを踏ま
え、他の事業者からの求めに応じて誠実に交
渉を行い、対応する。
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なお、この記載にある「設備余力がないなどの理
由」「供給余力がないなどの理由」とは、それぞれ、「設
備余力がない」「供給余力がない」に準ずる客観的か
つ合理的な事由を指しています。なおコストを下回
るなど経済合理的でない価格水準での他の事業者の
依頼に応じることまでを求めるものではありません。

5.ガス導管分野に関する取組
（1）�一般ガス導管事業者及び特定ガス導管事業者の

業務及び経理の監査
電力･ガス取引監視等委員会は、ガス事業法第

170条の規定に基づき、一般ガス導管事業者及び特
定ガス導管事業者（以下、本項目において「一般ガス
導管事業者等」という。）218者の2019事業年度の業
務及び経理について監査を行いました。

2020年度監査においては、主な重点監査項目と
して、昨年度に引き続き、託送収支が適正に計算さ
れているかを重点的に確認した（託送供給収支に関
する監査）。また、2018年度のガス導管事業者の収
支状況等の事後評価において、内管工事が適正に管
理されていないケースがあることが明らかになった
ことを踏まえ、一般ガス導管事業者の内管工事に要
した収益・費用が受注工事勘定をもって適切に整理
しているかを重点的に確認しました（財務諸表に関
する監査）。

2020年度において実施した監査の結果、119事業
者において211件の指摘事項がありました。これに
ついては、ガス事業法第178条第1項及び同法第179
条第1の規定に基づく勧告を行うべき事項は認めら
れませんでしたが、所要の指導を行いました。

○指摘事項の内訳 （単位：円）
指摘事項 件数

① 約款の運用等に関する監査 －
② 財務諸表に関する監査 45
③ 託送供給収支に関する監査 166
④ 託送供給に伴う禁止行為に関する監査 －

合　　　計 211

（2）ガス導管事業者の収支状況等の事後評価
一般ガス導管事業者及び特定ガス導管事業者（託

送供給約款を定める必要がないものとして経済産業
大臣の承認を受けた者を除く。以下、本項目におい
て「ガス導管事業者」という。）は、事業年度毎に託送
収支計算書を作成・公表することとされており、そ
の超過利潤累積額が一定額を超過した場合又は乖離

率がマイナス5％を超過した場合には、経済産業大
臣が託送料金の値下げ申請を命令できることとされ
ています。このため、2020年11月11日付にて、経済
産業大臣及び各経済産業局長等から、ガス導管事業
者の2019年度収支状況の確認について、電力･ガス
取引監視等委員会宛てに意見の求めがありました。

これを踏まえ、電力･ガス取引監視等委員会は、
料金制度専門会合において、法令に基づく事後評価

（ストック管理・フロー管理）を実施するとともに、
追加的な分析・評価を行い、2020年2月、その結果
を取りまとめました。

この結果を踏まえ、事後評価の対象事業者147者
のうち5者（うち1事業者においては、2地区）（JERA

（四日市コンビナート地区）、秋田県天然瓦斯輸送、
小千谷市、中部電力ミライズ、関西電力（堺地区）及
び関西電力（姫路地区））については、2019年度終了
時点での超過利潤累積額が、変更命令の発動基準と
なる一定水準額を超過していました。また、26者（東
部ガス（秋田地区）、由利本荘市、熱海ガス、入間ガ
ス、佐野ガス、静岡ガス、諏訪ガス、中遠ガス、野
田ガス、袋井ガス、湯河原ガス、吉田ガス、ガス
ネットワーク吉田、犬山ガス、大垣ガス、福山ガス、
JERA（四日市コンビナート地区）、小千谷市、小田
原ガス、北日本ガス、東日本ガス、広島ガス、水島
ガス、筑紫ガス、鳥栖ガス及び九州ガス圧送）につ
いては、2019年度終了時点での想定単価と実績単
価の乖離率が、変更命令の発動基準となるマイナス
5％を超過していました。これらの事業者のうち、
2020年12月末日又は2021年3月末日が料金改定の期
日とされていた事業者については、現行の託送供給
約款料金の水準維持の妥当性について合理的な説明
がなされたため変更命令の対象外とした4者（想定
単価と実績単価の乖離率が変更命令の発動基準とな
るマイナス5％を超過した事業者（犬山ガス、大垣ガ
ス、福山ガス及び広島ガス））を除き、期日までに託
送供給約款の料金改定の届出が行われない場合、経
済産業大臣及び所管の経済産業局長から変更命令を
行うことが適当である旨、委員会は経済産業大臣及
び経済産業局長等へ意見を回答しました。

なお、2020年12月末日又は2021年3月末日が料金
改定の期日とされていた事業者については、託送料
金の改定の届出が行われたことを確認し、2022年3
月末日が期日とされている事業者からは、期日まで
に託送料金の改定を行う予定であることを確認しま
した。
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（3）�一般ガス導管事業者及び特定ガス導管事業者に
係る行為規制の詳細検討

「電気事業法等の一部を改正する等の法律（平成
27年法律第47号）」において、令和4年度から、導管
規模等が政令で定める要件に該当する一般ガス導管
事業者及び特定ガス導管事業者の法的分離を実施
し、あわせて、法的分離された一般ガス導管事業者
及び特定ガス導管事業者とその特定関係事業者（以
下、本項目において「ガス導管事業者等」という。）
に行為規制を導入することが規定されました。そ
の詳細は経済産業省令で定める必要があるところ、
2019年9月27日に経済産業大臣より電力･ガス取引
監視等委員会に対し、行為規制の詳細についての意
見の求めがありました。

そこで、電力･ガス取引監視等委員会は、2019年
9月より、制度設計専門会合において、ガス導管事
業者等にかかる行為規制の詳細について検討を行
い、第46回制度設計専門会合（2020年3月）において

「2022年度から導入する一般ガス導管事業者及び特
定ガス導管事業者に係る行為規制の詳細について」
を取りまとめました。その後、電力･ガス取引監視
等委員会は、2020年4月14日に、それらの内容を踏
まえ経済産業省令等を改正することに関して経済産
業大臣に意見を回答しました。

その後、2021年2月1日から3月2日にかけて、当
該取りまとめの内容を踏まえたガス事業法施行規則
及び適正なガス取引についての指針の改正案につい
てパブリックコメントを実施しました。

その後、パブリックコメントでいただいた御意見
も踏まえ、2021年4月1日に案のとおり改正されま
した。

〇取りまとめの内容（抜粋）

①社名、商標、広告・宣伝等に関する規律
(ア)  法的分離の対象となる一般ガス導管事業

者（以下、「特別一般ガス導管事業者」とい
う。）がその特定関係事業者たるガス小売
事業者又はガス製造事業者と同一である
と誤認されるおそれのある商号、商標を
用いることを原則禁止とする

(イ)  一般ガス導管事業者の託送供給の業務を行
う部門が、当該一般ガス導管事業者のガス
小売事業又はガス製造事業に係る業務を営
む部門の営業活動を有利にする広告、宣伝
その他の営業行為を行うことを禁止とする

（特定ガス導管事業者も同様に規定）

②取締役等及び従業者の兼職に関する規律の詳細
(ア)  取締役等の兼職禁止の例外について具体

的に規定
(イ)  兼職禁止の対象となる従業者の範囲を具

体的に規定

③グループ内での取引に関する規律の詳細
取引規制の対象となる特別一般ガス導管事業

者と「特殊の関係のある者」を具体的に規定

④業務の受委託の禁止の例外
(ア)  特別一般ガス導管事業者がその特定関係

事業者及びその子会社等に例外的に託送
業務等を委託することができる要件

(イ)  特別一般ガス導管事業者がその特定関係
事業者から小売・製造業務を例外的に受
託することができる要件

⑤�情報の適正な管理のための体制整備等（特定ガス
導管事業者も同様に規定）
(ア)  一般ガス導管事業者の託送供給の業務を

行う部門と当該一般ガス導管者のガス小
売事業又はガス製造事業に係る業務を営
む部門とが建物を共用する場合には、別
フロアにするなど、物理的隔絶を担保し、
入室制限等を行うこと

(イ)  一般ガス導管事業者は、自らの託送供給
等業務の実施状況を適切に監視するため
の体制整備を行うこと

(ウ)  内部規程の整備、従業者等の研修・管理
などの法令遵守計画を策定し、その計画
を実施すること　等

※  一部の項目においては、一定の条件に該当
する一般ガス導管事業者に限る

6．�ガス安全小委員会における議論
ガスの小売全面自由化が行われ、新たなガス小売

事業者の参入が開始されたことから、ガス小売事業
者の保安水準の維持、向上を図る施策の検討をガス
安全小委員会において実施しました。需要家にガス
小売事業者の自主保安活動の特徴的な取組状況を
ホームページで分かりやすく紹介し、消費者が保安
面で優れているガス小売事業者を選択することを支
援する「見える化」制度を2017年度に構築しました。
2020年度においては、経済産業省のホームページ
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において、各ガス小売事業者の自主保安活動を公表
できるようにし、ガス小売事業者の保安水準向上を
後押ししています。

また、規制改革推進会議において、内管の保安と
工事について競争メカニズムが働いていないとの指
摘を受け、各一般ガス導管事業者における適切な委
託先選定が行われる仕組み作りについて対応方針を
示したところ、各一般ガス導管事業者の取組状況に
ついてフォローアップを実施しました

7．�熱供給システム改革の概要
熱供給システム改革は、電力・ガスシステム改革

とあいまって、熱電一体供給も含めたエネルギー供
給を効率的に実施できるようにするため、2013年
11月に総合資源エネルギー調査会基本政策分科会
の下に開催された「ガスシステム小委員会」において
熱供給事業の在り方などを検討・審議し、2015年6
月の「電気事業法等の一部を改正する等の法律（平成
25年法律第74号）」の成立を受けた後は、熱供給シ
ステム改革を着実に進めていく上で必要な実務的な
課題を含めた具体的な制度設計について議論を行い
ました。2016年4月に実施された熱供給システム改
革では、許可制としていた熱供給事業への参入規制
を登録制とし、料金規制や供給義務などを撤廃し（た
だし、他の熱源の選択が困難な地域では、経過措置
として料金規制を継続）、熱供給事業者に対し、需
要家保護のための規制（契約条件の説明義務等）を課
しました。

熱供給システム改革の実行により、事業環境の整
備が行われ、エネルギー市場の垣根の撤廃や異業種
からの参入が促進され、電力・ガスシステム改革が
一体的に推進していくことが期待されています。
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